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東日本大震災を受けての消防防災研究 
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会 場  消防研究センター 本館 3 階 大会議室 
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 10:05～10:15  趣旨説明 消防研究センター 座間信作 ‥‥‥ 3

【消防活動】   
 10:15～10:45  (1) 大規模災害時の消防職員の活動のあり方  
 消防庁消防・救急課 井上元次 ‥‥‥ 5

 10:45～11:15  (2) 東日本大震災における消防団活動  
  ヒアリング調査による活動内容と活動事例 
 東京大学大学院 山田常圭 ‥‥‥ 13

 11:15～11:45  (3) 大規模災害活動時の防火服内衣服の水濡れが  
 引き起こす危険性について 
 消防研究センター 森井統正 ‥‥‥ 23

【昼休み・実演・所内施設見学】 11:45～13:30 
   (4) （説明・実演）津波浸水域用の消防車両開発  
 消防研究センター 久保田勝明 ‥‥‥ 31

【危険物施設】  
 13:30～14:00  (5) 長周期地震動と石油タンクのスロッシングに関する  
 幾つかのこと 
 消防研究センター 座間信作 ‥‥‥ 39

 14:00～14:30  (6) 石油コンビナート等の防災対策  
 消防庁特殊災害室 渡辺剛英 ‥‥‥ 53

【火災】 
 14:30～15:00  (7) 東日本大震災に関連して発生した火災に関する  
 アンケート調査の経過報告 
 消防研究センター 鈴木恵子 ‥‥‥ 63

 15:00～15:30  (8) 震災廃棄物の自然発火  
 消防研究センター 岩田雄策 ‥‥‥ 71

 15:30～16:00  (9) 太陽光発電システムを設置した住宅の火災と  
 消防活動の問題点 
 消防研究センター 田村裕之 ‥‥‥ 81

【休憩】 16:00～16:15   
【総合討論（質疑応答）】 16:15～16:45  
【閉会】    
 16:45～16:50  挨拶 消防研究センター研究統括官 山田 實  



 



趣旨説明 

 

消防研究センター 座間信作 

 

 

 昨年の第 15 回消防防災研究講演会※では、「消防の視点からみた東北地方太平洋沖地震」と題

して、火災（火災調査の概要、津波火災の地域特性、気仙沼の火災）、危険物施設に係る被害

（津波、スロッシング被害、コンビナート火災、地震・津波対策）及び消防活動への影響（消防

活動阻害要因、消防活動計画と実際、緊急消防援助隊活動）等に関して実施した現地調査につい

て紹介した。その際の聴講者アンケートでは、90％以上の方々から有意義な講演会であったとの

回答があった一方で、更なる有効な解析・検討に基づき、情報公開、消防吏員・消防機関に対す

る提言等を期待する声があった。そこで、これに応えるべく、前回報告できなかった調査内容及

び調査結果を踏まえた震災時消防活動や震災関連で顕在化した課題等に関する検討結果について

紹介し、昨年度に引き続き、今後の震災対応のあり方を議論する場とすることとした。 

 東北地方太平洋沖地震では、複合的、同時多発的かつ広域に亘って甚大な被害が発生した。被

災地では消防職員、庁舎、資機材等に多大な被害を生じ、極めて限られた消防力での対応を強い

られた。消防庁では、このような状況における消防活動のあり方について検討してきたことから、

その検討内容について報告する(井上)。厳しい活動を強いられた状況は消防団も同様であり、過

去に例のない 254 名の方々が犠牲となったこと等から、現地消防団へのヒアリング調査を行った。

そこから浮かび上がった消防団の共通的な活動内容や課題等について、事例を通して紹介する

(山田)。また、消防職員は津波浸水地の中での活動も余儀なくされた。そこで、水濡れした防火

服内衣服が消防隊員に及ぼす影響について検討を行ってきた（森井）。さらに、津波浸水域ある

いはガレキ滞留域での消防活動は困難を極めたことから、そのような場においても、有効な消防

活動を可能とする消防車両の開発が求められた。ここでは現時点での開発状況を実演も交えて紹

介する（久保田）。 

 危険物施設については、津波による甚大な被害が認められ、消防庁では昨年度紹介の危険物施

設の地震・津波対策の検討を実施した他、石油コンビナート等における災害影響評価についても

検討を行っていることから、その検討状況について報告する（渡辺）。また、前回報告した石油

タンクのスロッシングとそれを励起する長周期地震動についての継続検討結果についても紹介す

る（座間）。 

 消防研究センターでは、震災に関連して発生した個々の火災の状況について調査を実施してき

た。その調査概要と集計状況について報告する（鈴木）。その中には、震災の数ヶ月後、震災廃

棄物集積場からの火災が多数含まれる。このような火災は消火困難であり、煙や有害物質等によ

る環境被害も大きいことから、類似火災予防に資するため発火メカニズム等に関して検討してき

た（岩田）。また、原子力発電所事故を契機に再生可能エネルギーの利用が注目されてきている

中で、例えばその一つである太陽光発電システムの設置建物からの火災が散見された。加えて、

消火活動中に感電するといった事例も報告されていることから、これらシステムの今後の普及等

を考慮し、火災危険性、消防活動上の危険性等について検討した結果を紹介する（田村）。 

 なお、以上の報告の他、消防研究センターでは今回の震災を踏まえ、津波起因の自動車火災の
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出火原因究明、無人ヘリ等による偵察技術の開発、巨大地震によるコンビナート地域の被害予測

のための信頼性の高い強震動予測、津波がタンクに及ぼす影響および広域版地震・津波被害シ

ミュレーションの開発等についても鋭意研究を進めてきている。これらの成果については機会を

改め報告する予定である。 

 本研究講演会が、今後の震災対応の一助となれば幸いである。 

 

※ 消防防災研究講演会資料は、消防研究センターホームページからダウンロードできます。 

http://www.fri.go.jp/cgi-bin/hp/index.cgi?ac1=JPP1&ac2=45&ac3=765&Page=hpd_view 
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平 成 ２ ５ 年 ２ 月 １ 日
消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課
課 長 補 佐 井 上 元 次

第16回消防防災研究講演会
－東日本大震災を受けての消防防災研究－

大規模災害時における消防本部の初動活動

東日本大震災では、災害が複合的かつ同時多発的に発生した。被災地域における各消防本部は、職員（死者・行方不明者27 
人）、消防庁舎及び消防車両等に多大な被害を受けた。そのため、発災直後から県内応援隊や緊急消防援助隊が到着するまでの
間、限られた消防力での対応を求められた。多くの対応を求められる中、各消防本部は災害対応を継続させるため、活動拠点を内
陸部の署所等に移して災害対応体制を確保するとともに、内陸部の消防署所から沿岸部の消防署所へ応援部隊を派遣するなど、
津波災害の対応に全力を尽くした。
広範囲にわたって津波により浸水した区域では、家屋の損壊をはじめ、船舶、車両等の流出、

がれきの散乱等による道路や空地の消滅など、街区そのものの様相が変化したことで、目標物
がなくなり、位置情報が把握できなくなったため、消防活動は困難を極めた。また、多くの負傷
者が発生する中、通信障害も発生したため、病院との連絡が取りにくい状況等も発生した。
火災にあっては、津波による流出油、漂流物、車両、がれき等を媒体として次々と延焼拡大し、

山林まで延焼する事案が発生するなど、被災地域の数カ所において大規模な火災が発生した。
さらには、道路の陥没・亀裂等の障害が発生するとともに、津波による大量のがれきや水没等の

影響で火災現場へ出動しても火点に近づくことができず、また、地震による断水から消防水利の
確保が困難となり、河川や防火水槽からがれき等の上を遠距離送水する消火活動を強いられた。

１ 東日本大震災における消防活動

消防職員 死者、行方不明者：２７人

建物被害 （全壊、半
壊又は一部損壊）

消防本部・消防署：143棟
分署・出張所：161棟

車両等被害 車両：86台、消防艇：2艇、県防災ヘリ1機

【消防本部の主な被害】

※ 平成２４年９月２８日付 消防庁被害報第１４６報から

※ 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県及び長野県の各消防本

部から、現時点で把握できるものとして報告を受けた数値。

※ 仙台市消防ヘリポート（仙台市若林区）に駐機中の宮城県防災航空隊ヘリコプターが

津波により流され、使用不能となっている。

【津波被害を受けた消防署の状況】
（釜石大槌地区行政事務組合消防本部提供）

【津波により被災した消防車両】
（宮古地区広域行政組合消防本部提供）

１

平成２３年度「大規模災害発生時における消防本部の効果的な初動活動
のあり方検討会報告書」から
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【事前に計画しておくべき事項（例）】

・消防署所に大きな被害が生じた場合、早期に移動できる場所において消防

機能を維持できる規模、機能を備えた施設等を代替場所として指定しておくこと。

・津波の浸水想定区域内にある署所は、重要な機器、資機材、予備電源等を上階へ配置しておくこと。

・庁舎の耐震化、耐浪化を促進すること。

・発災時の消防車両の車庫前への移動及び津波時の車両退避の実施方法等を確立しておくこと。

・津波の浸水想定区域内に署所がある場合、職員の招集場所を他の署所等に指定することや非常招集時における参集

ルートについて津波の浸水想定区域を避けるなど職員の安全管理の徹底を図ること。

２ 初動活動の重要性
○地震等の災害が発生するとともに、消防本部では消防力の確保のため初動措置を行い、災害対応体制を確立したうえ
で、発災直後から集中する災害通報等に基づき災害対応を実施する。

○被害状況等の把握、同時多発災害への対応など、初動期における対応が、その後の被害軽減に繋がっていくため、
限られた消防力を効果的に活用することが重要となる。

○効果的な初動活動を行うには、事前に計画を策定しておくことが重要であり、また、当該計画に基づき十分な訓練を実
施し、災害対応に備えておく必要がある。

【庁舎被災を想定した事前計画の策定状況】

消防本部では、大規模災害が発生した際、災害に即応していくため、
その人員、施設、車両、装備、資機材及び水利等の消防力を早期に
確保し、災害対応体制を確立することが重要となる。

○災害対応体制を確立するうえで留意すべき事項

庁舎等の被災を想定した事前計画の策定及び職員の安全管理を含めた

非常招集計画の策定が必要である。

計画有

8

計画なし

28

（単位:消防本部数）

ｎ=36

２

３ 災害対応体制の確立

早期に情報を収集・集約・分析し、災害活動に繋げていくこと、また、災害の発生状況等から保有する消防力にお
ける対応の可否判断を行うためにも初動期における情報管理が重要となる。

○情報管理体制を確立するうえで留意すべき事項
情報通信手段の複数確保、１１９番通報途絶時の対応、関係機関等による情報収集及び伝達などが必要である。

【具体的に取るべき方策（例）】

・消防救急無線、衛星携帯電話等多様な通信手段の確保、通信設備

の耐震化、無線の非常電源の容量確保及び予備電源の確保、無線の

デジタル化等の高度化等の推進

・１１９番通報途絶時に備えた災害覚知方法の確立及び１１９番通報

集中時等の情報処理体制の確立 など

途絶

9

途絶なし

27

【被災３県における１１９番通報途絶状況】

【１１９番通報の集中例】
仙台市消防局では発災当日からの１週間で７，１４６件の１１９

番通報を受信しており、これは前年平均の約１０倍であり、ピーク
時の３月１２日には１，５５６件（５５秒に１件）に至った。

0

2

4

6

8

10

12

～2時間 ～3時間 ～5時間 ～12時間 12時間以上

1 1 1

12

4
5

2
4

5

沿岸 内陸

（回答なし1本部）

【地震発生後の管内の災害状況把握に要した時間】
（単位：消防本部数）

ｎ=35

【１１９番通報に代わる災害覚知の方法例】
・消防隊等の出動時や巡回による情報収集
・職員の参集途上での情報収集
・署所への駆けつけ
（本部によっては、１１９番通報が途絶したことから、消防署、
消防団により巡回を行い、署所への駆けつけ通報を呼び掛け
た。）

・町役場、警察等の関係機関への駆けつけ
・消防団や関係機関からの情報提供
・高所見張り員の配置による情報収集
・避難所からの情報 など

４ 情報管理体制の確立

３

ｎ=36

（単位:消防本部数）
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大規模災害発生時の活動方針は、消防本部の消防力を最大限に発揮し、総合的な対応を図るため職員が共通認識を
持つことを基本に、災害の状況に応じた活動の優先順位や部隊活動の原則等、地域の実情に応じ、災害を想定して事
前に定めておく必要がある。

○消防活動方針において留意すべき事項

地震発生後に被害を増幅させるものとして、二次的に発生する火災があげられる。このため、火災への優先対応を考

慮する必要があり、また、沿岸部では津波発生に備えた情報の収集、広報・避難誘導活動や津波の浸水想定区域内にお

ける活動等について活動方針を定めておく必要がある。更に、同時多発する災害に限られた消防力で対応するには、状

況に応じた出動の選別を行う必要があるため、その基準等について定めておく必要がある。

【事前に計画しておくべき事項（例）】

・災害の発生状況を想定した具体的な活動方針

・活動の原則（火災対応の優先、避難場所・避難道路確保の優先、１火災１隊出動（例）、人命優先の原則等）

・災害に対する出動の選別の基準（人命優先、住民対応の可否、災害の拡大危険等）

・津波発生時の活動要領、応援要請の判断要素・判断時期、受援体制の確立 など

【消防本部の活動方針例 】
＜火災対応の優先＞
同時多発する災害状況下において、人的・社会的被害を最小限と

するため、火災の早期発見と一挙鎮圧に総力を挙げて消火活動に着
手する。
＜市街地火災消火の優先＞
大規模な火災により多数の消防隊を要する場合、市街地に面する

部分及び市街地への延焼阻止を優先した消火活動を行う。
＜避難場所、避難道路確保の優先＞
延焼火災の多発、火災が拡大する場合等には、人命を優先し、避

難誘導とともに避難場所や避難道路の確保を優先した活動を行う。
＜重点防御地域の優先＞
危険物施設等の重要対象物をあらかじめ定め、災害の状況から総

合的に判断して重点的に防御すべき地域へ部隊を投入する。

５ 消防活動方針

【宮城県気仙沼市鹿折地区における消火活動の状況】
（気仙沼・本吉地域広域行政組合消防本部提供）

４

沿岸部の消防本部では、津波警報等の発表後、広報活動や

避難誘導を実施するとともに、浸水想定区域内においても消

防活動を継続し、一人でも多くの住民の命を守ろうと懸命の

活動を実施したが、想定を超える津波により多くの職員が被

災した。 【消防職員の被災者数】
２７人（死者２３人、行方不明者４人）
うち２６人が消防活動中に被災

津波等に対する消防職員の安全管理について

消防の出動する現場は常に危険と隣り合わせである。しかし、火災現場などでは、多くの知見や災害現場経験か
ら、資機材や装備をはじめ、状況に応じた安全管理策を図った上で活動するものであり、職員の身に危険が迫れば
退避することとなる。
これに対し、津波に対する安全管理は、津波到達前に退避することが基本となる。津波到達までに一定の時間が

あれば退避する時間等を踏まえた上で可能な活動を実施するが、津波到達までに活動できる時間がない場合や、活
動中であっても退避するために限界の時間となれば、津波後の消防活動の継続を図るため、住民の避難誘導を行い
ながら、消防職員も住民とともに退避することが重要である。

１ 基本事項
（１）消防職員の安全及び消防活動の継続を図るとともに、住民の避難誘導を行うため、職員の身に津波による危険が迫

れば「消防職員も退避する。」ということを基本とする。このことを事前に住民に周知し、理解を得ておくこと
が必要であり、また、訓練等により、出動・退避に係る移動の迅速化及び限られた時間内に効果的な活動を行う
能力の向上に努める必要がある。

（２）浸水想定区域内の活動については「活動可能時間」を判断し、その時間の中で活動する。
① 災害発生場所（地点）までの出動（移動）時間
② 災害発生場所から直近の安全退避場所への退避（移動）時間
③ 安全時間（想定外の事案発生も含めて、安全確実に退避するための予備時間。例：○○分前退避完了）
④ 津波到達予想時刻までの時間

活動可能時間 ＝ ④ －（①＋②＋③）

５

（３）「情報伝達体制の強化、確立」を図る。
ア 消防本部と部隊が連携して、リアルタイムに情報共有が図れる複数の伝達手段を確保する。
イ 情報内容の確認が可能な双方向性をもった伝達手段を確保する。

６ 部隊等の安全管理
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9:55

活動可能時間の判断例 ※活動可能時間が終了すれば活動途中でも退避する。

災害の覚知 現場到着 退避開始 退避完了

地震発生

津波到達予想時刻④

活動可能時間の算定例

災害の覚知 現場到着 退避開始 退避完了

（想定）9:55に地震が発生し、３分後の9:58に気象庁から津波到達予想時刻は10:55と発表された。沿岸部を管轄する消防本部に
おいて10:00に津波の浸水想定区域での災害を受信し、部隊の出動を判断し、活動可能時間を決定する。
なお、当該災害発生場所までの出動時間が１０分、災害発生場所から直近の退避場所までの移動時間が１０分と判断され、

当該本部における安全時間は５分と設定されているものとする。

①

出動時間 活動可能時間

②

退避時間 安全時間

③

①

出動時間 活動可能時間

②

退避時間 安全時間

③

④ 津波到達予想時刻

※活動可能時間＝（１０：５５－１０：００＝５５分）－（１０分＋１０分＋５分＝２５分）＝３０分

10:00 10:10
30分

10:40
10分

10:50
10分 5分

10:55

６

地震発生

算定例

【事前に計画しておくべき事項（例）】
・本部運用と署所運用の切替えの判断要素と時期
・災害種別ごとに出動させる部隊数
・部隊の増援を行う場合の判断基準
・大規模な火災発生時の部隊運用方策及び延焼措置対策
・道路啓開等のための重機所有企業等との協定
・がれき等により消防隊が現場に接近できない場合の可搬式小型
動力ポンプの活用 など

２ 活動状況に応じた安全管理について留意すべき事項

地域防災計画、ハザードマップ等に基づく津波の浸水想定区域の把握を行うとともに、津波の浸水想定区域ごと
の安全退避場所や津波避難ビル等の位置、距離、移動時間について検討したうえで事前計画を策定し、現地での活
動や退避に係る時間等の確認、訓練の実施を行っておく必要がある。

３ 安全管理に関する事前計画の策定

（１）消防本部
津波の浸水想定区域における部隊出動の可否の決定、部隊への安全に関する情報提供（退避指示等を含む）

（２）活動部隊
安全退避場所及び退避ルートの確認、情報連絡体制の確保、活動可能時間の終了及び危険時における退避指示等

（３）広報・避難誘導活動
広報等の実施ルート及び退避ルートの事前調査及び計画、渋滞状況の確認等

（４）署所内活動等
署所内における活動人員数の把握、退避する場合の本部機能の維持、署外活動者の安全管理等

余震への警戒、活動空間の確保、退路の確保、安全監視員の配置、情報共有、単独行動の禁止、交通事故の防止

４ 地震発生後における津波以外の事故・災害に関する安全管理

消防本部では人命の安全確保と被害の軽減を図ることを主眼として、災害に対する消防活動の効果等を的確に判断
し、限られた部隊を効果的に運用することが重要となる。

○部隊運用において留意すべき事項
災害状況等に応じた本部運用と署所運用の切替え、災害の同時多発時における１災害への部隊出動数、被害集中

地域への部隊移動配置、大規模火災時の部隊運用等を想定した計画が必要である。また、地震時は災害覚知の遅れ、
消防水利の不足、がれき等による現場到着遅延及び障害が発生することを考慮する必要がある。

【被災地消防本部において効果があったと
される資機材（例）】
アルミボート、ライフジャケット
衛星電話、個人貸与された受令機 など

【東日本大震災の市街地広域火災の特徴】
・延焼面積の広い火災現場が多いこと。
・多県にわたり発生していること。
・市街地広域火災の合計面積が広いこと。
（消防研究センター調査結果から）

７

７ 部隊運用方策
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地震発生 消防部隊等 消防本部

津波警報等の発表

津波到達予想時刻
の発表

津波到達予想時刻

津波到達

○○分前に安全退避場所への退避完了（報告）

地震発生後における沿岸部消防本部の活動イメージ

地震発生に伴う対策本部設置、津波等に関する情報の収集

【津波の浸水想定区域における災害の受信・伝達】
・出動の判断（事前想定されている津波到達時間までに活
動可能時間がないと判断される場合は退避が必要）

・災害発生場所の直近にある安全退避場所の確認、移動
時間の確認

・海面監視部隊の確保
・活動部隊との通信状態の確認
・安全管理に関する情報の発信

【車両の移動指示】
・出動していない消防車両等を安 全な退避場所へ移動さ
せながら広報・避難実施するよう指示

【津波に対する初動措置】
・部隊、職員への情報伝達、機材等の移動等の実施

【車両の移動】
・出動していない消防車両等を、安全な退避場所へ移動
させながら広報・避難誘導を実施

【広報・避難誘導活動】
・事前計画に基づく広報・避難誘導等の実施
（実施ルート確認）

【災害出動途上・現場到着時の活動】
・災害地点と安全退避場所の確認
・現場での通信状態の確認
・安全退避ルート等の確認
・安全退避実施時の行動の徹底
・海面監視部隊が出動する場合は、監視位置、通信状態等
の確認

【災害活動】
・退避ルートの確保
・活動地点周囲の津波避難ビル等の確認
・津波到達予想時刻に基づく活動可能時間の確認
・隊員への活動可能時間の周知
・現場での通信状態の確認
・情報連絡員の指名
・活動範囲、安全退避実施時の合図、行動の徹底
・指揮者は現場状況を確認し、活動の必要性について判断

【安全退避】
・活動可能時間に基づく安全退避の実施（活動の中断）
・状況に応じた退避判断
・状況に応じて津波避難ビル等への安全退避場所の変更
・全隊員退避の確認

【安全退避の確認】
・部隊の退避確認
・退避報告がない場合は他の部隊の派遣等により安全確認

【安全確認及び活動の再開】
・津波発生状況の確認と、津波の第２波等に係る情報の収集
・安全確認された場合の活動再開の報告
・状況による部隊増援の要請

【津波到達状況の確認】
・津波到達状況の確認を行うとともに、第２波等の情報収集
・津波到達状況等により活動再開又は撤退の指示
・状況による部隊の増援

地震発生に伴う活動

 地震発生後、津波が到達するまでの時間が早いと想定される地域では安全退避を優先する。
 津波に伴う事前計画の策定を行い、津波発生時における安全管理の徹底のもと活動を行う。
 安全退避場所への退避完了までの安全時間は、地域事情等に応じて消防本部において事前に設定しておく。

【安全管理ポイント】

・部隊等と本部との情報共有

・部隊と本部との確実な情報伝達
（相互応答の確認）

・状況に応じた部隊誘導

・あらゆる手段を活用した情報
収集の実施 （ヘリ、高所カメ
ラ、関係機関、マスコミ等）

・退避完了の確認

・車両退避ルートの確認

・退避ルートの確認

・安全退避場所の確認

・部隊等の出動判断

・情報収集の徹底

津波到達が早いと想定される地域では、津波警報発表前であっても地震の状況により安全退避を優先する。

・海面監視部隊等の配置位置

・部隊との通信状態の確認

・状況に応じた退避判断及び
退避指示

・津波到達後の情報収集

・退避開始の徹底

・発災時間（昼間、夜間） に
応じた情報収集体制

・活動再開の可否判断

・複数の情報連絡手段

・退避のための活動の中断

【津波到達予想時刻の受信・伝達】
・津波到達予想時刻の全部隊、
職員への周知

・活動可能時間の判断
・活動部隊の活動状況の把握
・部隊活動の時間把握
・安全退避場所へのルート、移動時間等の確認
・活動地点周囲の津波避難ビル等の確認

【安全退避】
・活動可能時間に基づく安全退避の指示
・安全時間の確認
・状況に応じた安全退避場所等への部隊誘導

８

【連携活動事例１】
通信が途絶等したことから消防団に各担当地域における被害状況の確認を要請した。そのため、消防団からの情報を

もとに管内における被害状況の集約が短時間で完了した。これによって消防本部では災害対応体制が迅速に整い、県内
応援隊の出動準備態勢の確保が早期に実施された。
【連携活動事例２】
地域防災計画に基づき「消防団は指定された水門の閉鎖」、「消防本部は水門の閉鎖確認」といった活動内容が明確

に分担されていたことにより水門の閉鎖、確認作業に要する時間が短縮され、避難誘導を行いながら早期に安全な場所
へ移動することができた。これらの活動は警報発令から数分で実施された。
【連携活動事例３】
１１９番通報が途絶し、災害覚知の遅れが懸念されたことから、消防団と連携して避難所や公共施設へ駆け付け通報

するよう巡回広報を行った。また、避難所や消防団詰所等に待機した消防団員が、防災行政無線や消防団無線を利用し
て消防本部に連絡したことにより通報体制が確立でき、１１９番通報の代替手段としての災害覚知が有効であった。
【連携活動事例４】
大規模な火災の発生に対し、付近の水利が津波の被害により使用不能であったことから、遠距離送水の必要が生じ

た。消防隊、消防団連携のもと自然水利から遠距離送水体制を確保し、長時間の火災防御活動を実施した。

大規模災害発生時は被害の範囲が広大であることから、情報の収集をはじめ、広報・避難誘導活動、災害対応など
において、関係機関との連携は不可欠であり、特に消防本部と消防団との情報共有及び連携活動が重要となる。

○消防団等との情報共有及び連携において留意すべき事項
消防本部等と消防団との通信手段の確保及び連絡体制の確立を行い、災害時における活動の分担や連携方法につ

いて事前に計画を策定し、共同して平時における訓練等を実施しておくことが必要である。また、災害対応の中心
となる消防本部等と消防団による合同の指揮本部を設置するなど、
情報の共有と指揮系統の統一を図ることが重要となる。

【具体的に取るべき方策（例）】
・災害発生時の消防本部及び消防団本部の合同の指揮本部の設置
・消防本部と消防団との情報連絡手段の整備
・具体的な活動についての役割分担や連携方法についての事前計画
の策定及び事前計画に基づく訓練の実施

・安全管理及び退避時の連携方法についての事前計画の策定 など 【被災地消防本部における消防団

との連携活動に関する計画状況】

有

19

無

17

（単位：消防本部数）

n=36

９

８ 消防団等との情報共有及び連携のあり方
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大規模災害発生時は活動が長期化することが想定されるため、職員の食糧、飲料水及び車両等の燃料の確保とと
もに、継続した活動における職員の健康・安全を考慮した休憩や交替が必要となる。

○長期活動に備えて留意すべき事項
食糧等の備蓄とともに、活動が長期継続した場合に必要な物資等を調達できるよう、署所近隣における事業所等

との事前協定や協力体制の確立が重要である。また、活動時間に応じた職員の交替計画や休憩場所の確保等にも留
意する必要がある。

【具体的に取るべき方策（例）】
・初動期の活動に必要な具体的期間を設定した食糧等の備蓄
・食糧、燃料等の確保のための事業所等との連携体制に関する協定
・職員の交替等による健康管理上必要な措置についての事前計画の策定
・職員家族の安否確認方法 など

○応援隊を受け入れるための体制づくり

応援要請の実施、受援準備の開始 など

・津波による身の危険がある場合には消防職員も退避することについて、地域住民への周知及び理解を求めていく

こと。

・自助、共助の推進とともに、防災についての知識、技術の向上等を図るための教育を行うこと。

・災害時要援護者を含む住民の安全な避難方法等について、防災関係機関、自主防災組織、事業所、福祉関係者等、

地域が一体となって検討を進め、連携訓練を実施していくことで、地域全体の災害対応力の向上を図ること。

・避難路や津波避難ビル等の避難施設についての地域全体による整備等を図っていくこと。

・消防における津波に対する安全対策の検証、知見を積み上げていくこと。

津波を含む大規模災害における消防職員の安全管理のあり方については、消防本部の対応や体制だけでなく、地域住民の

理解や地域全体での体制整備といったことも重要であり、今後、各消防本部において、この報告書全体を踏まえ、事前計画の

整備と訓練等を進めていくことに加え、次のような課題の解決に向けて取り組んでいく必要がある。

10

９ 長期化活動への対策等

１０ 今後の取り組むべき課題

津波災害時の消防活動

津波災害における消防活動の困難性

11

１ 津波災害発生後の市街地の状況

東日本大震災において津波被害を受けた地域では、津波の襲来により木造住宅等の建物の多くが破壊されるとともに、
耐火構造等の堅強な建物であっても破損し、市街地を形成していた建物等の存在が原型をとどめることなく変化した。

また、建物だけでなく、船舶や車両等も津波により至る所に流出し、市街地は平常時の様相を一変させ壊滅状態と
なった。津波により破壊された残骸等は、あらゆる道路や空地を埋め尽くし、しかも、幾重にも堆積するがれき等の中
には、家屋の残骸や収容物だけでなくガスボンベや石油ストーブ、車両燃料等の引火性の高い物も混在した。

さらには、津波により多くの地域が浸水するとともに、泥水化した状態となり、河川では津波の遡上により、がれき
や油類等が入り混じった状態となっていた。

２ 消防活動の困難性

津波の襲来は一気に市街地を飲み込み、広範囲に影響を及ぼした。ライフラインが壊滅したことから、地域によって
は消防への通報もままならず、情報の収集にも時間を要した。このような中でも、消防職団員による発見や、関係機関、
消防署所への駆け付けなどにより、多くの災害を覚知し、消防隊等が災害現場へ出動したが、上述のとおり、市街地そ
のものの様相が変化しているため、覚知した災害場所を特定するための目標物がなく、地図上での災害地点と一致しな
いため、要救助者の位置や消防隊等の位置の把握が非常に困難であった。出動に際しては、道路をがれき等が埋め尽く
すとともに、浸水箇所が多いことから車両による現場到着は時間を要するとともに、ボート等を活用しなければ現場に
到着できない状況もあった。

また、現場活動にあっては、がれき等による障害のため、車両等が活用できないことから、人力による資機材の搬送
やホースの延長など、マンパワーに頼らざるを得なかった。消防職員は足場の悪いがれき等の上での活動を行ったが、
釘の踏み抜きをはじめ、鋭利ながれきによる損傷、がれきの隙間への転落、引火性物質の混在による出火危険など、非
常に危険な環境下での活動となった。

さらに、津波浸水区域内であるため、津波警報の発表や余震発生の都度、退避しなければならないという、極めて困
難な活動となった。これらの危険リスクだけでなく、津波災害に適応した資機材の不足、夜間活動における照明の不足、
災害発生時期が冬期であったによる積雪や寒さへの対応、活動が長期化したことによる隊員の疲労や燃料の不足など、
多くのリスクを抱えた状態であった。

平成２４年度「津波災害発生時における消防活動のあり方研究会」から
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１（陸前高田市消防本部提供） ２（宮古地区広域行政事務組合消防本部提供）

３（宮古地区広域行政事務組合消防本部提供） ４（石巻地区広域行政事務組合消防本部提供）

効果的な消防活動方策

13

１ 情報の共有

津波災害発生後は、複雑に変化した市街地での広範囲に及ぶ活動となり、平常時には想定できない場所で災害が発

生している。これらの状況下で活動する場合、最も重要となるのが「情報の共有」である。

広範囲にわたる災害現場において目標物がない上、多くの要救助者が点在している状況であり、いかに早期かつ効

率的に人命救出活動を実施するかは、活動に必要な情報を収集・伝達できなければ不可能であり、また、多くの活動

障害の中で危険を回避しながら活動するためには、安全に係る情報を常に共有する必要があり、二次災害を防止する

上でも部隊間、隊員間における情報の共有が重要となってくる。

そのためには、消防・救急無線だけでなく、多様な通信手段を確保するとともに、共通した合図の使用や関係機関

と協力した連絡体制の確保などを図る必要がある。特に広範囲に及ぶ災害現場での活動は、消防機関だけでなく、警

察等他の関係機関も出動していることから、合同の指揮本部を設置し、災害情報や安全に関する情報等を集約、共有

し、確実に伝達していくことが重要となる。

また、被災地域では多くの負傷者が発生していることから、負傷者の搬送手段、受け入れ可能病院の情報等につい

ても関係機関の協力が必要となり、そのための情報共有も必要である。

２ 部隊活動

津波災害時には複合的かつ同時多発的に災害が発生することが想定される。このような場合、早期に災害に対処で

きる消防力を集結させることは非常に困難となる。そのため、限られた消防力を活用して、より多くの人命救助、被

害軽減を図るには、災害状況に応じた優先順位を付けて部隊活動をする必要がある。

例えば、火災を例にすると、「人命危険がない、延焼危険がない。」といった火災に対し、「人命危険が迫ってい

る、延焼危険が高い火災が発生している。」といった場合、後者に対し優先的に部隊を出動させることとなる。また、

救助活動では、「生存者の発見される可能性が高い地域・箇所を重点的に検索する。」といった活動を行うこととな

り、これら優先順位を付けた活動については、災害状況や消防力に応じて活動方針を決定するとともに、時間の経過

や状況の推移によって変化することも留意する必要がある。
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３ 連携活動

津波災害のような広範囲な災害現場において、より効率的に人命救助、被害軽減を図るためには消防機関だけの活

動では対応できないため、警察、自衛隊、ＤＭＡＴをはじめとする各関係機関や事業所等との協力が必要となる。

津波災害においては、前述しているとおり、がれき等多くの活動障害が存在するため、主として人力による活動と

なってくるが、重機等の活用を図ることにより道路啓開や救助活動の効率化が図れるため、関係機関の保有する資器

材や事業所の重機等を活用できるよう事前の協定や連携活動訓練の実施等が必要である。

また、広範囲にわたる現場において迅速確実に要救助者や負傷者を発見し、救出・救護するためには、関係機関が

重複することなく活動する必要があり、そのためには活動の分担や指定など、共通した認識を持つ必要があることか

ら、情報共有を図るための通信手段や連絡体制の構築を図った上での連携活動が重要となってくる。

４ 安全管理

消防活動する職員の生命を津波から守るためには、地震発生後に津波が到達する時間は地域によって異なるため、

あらかじめ津波の到達する時刻が早い地域における退避活動や、津波が到達するまでの間に消防活動が可能な地域に

おいてそれぞれの実情に応じた退避ルールを事前に策定し、周知徹底しておく必要がある。

消防本部においては、それぞれの地域実情に応じた大規模災害発生時の活動計画を策定されていることが多いが、

東日本大震災による職員の被災状況を踏まえて、津波による安全管理を十分に考慮した計画の見直しを行うとともに、

計画に基づく訓練の実施により安全管理体制を確立しておく必要がある。

また、津波発生後の浸水区域内での活動にあっては、津波の第２波、第３波の発生が想定されることから、津波警

報が発表された場合の活動の中断、退避の合図及び退路の確保等について現場指揮所を中心に関係機関とも協力した

安全管理体制を構築する必要がある。

さらに、がれき等が堆積した場所や浸水地域内など、活動困難な状況下での長時間に至る活動となることから、身

体を防護する装備、資機材等に配慮する必要があり、余震による建物倒壊等も含めた活動指揮など、組織的な安全管

理体制を講じる必要がある。
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東日本大震災における消防団活動 

            ヒアリング調査による活動内容と活動事例 
 

東京大学大学院 山田常圭 

東京消防庁 坂本憲昭 

名古屋大学 廣井 悠 

 

1. はじめに 

東日本大震災では、地震やその後の大津波・余震等により 330 件 1)もの火災が発生した。図１

は、地震発生後の火災発生および鎮火件数の時間的推移を、消防庁の災害情報詳報 2)をもとに示

したものである。図の経過時間は火災の発生時刻ではなく、詳報の公表時刻であるため時間遅れ

があり、多くの火災は地震や津波直後から起きたと考えてよい。一方、消防活動も出火直後から

行われたと推察されるが、約 200 件の出火に対して鎮火が 60 件程度で頭打ちとなっており、現

地での消防力に限界があったことがわかる。地震後 2 日間は、約 140 件の火災が被災地で継続し

ていたことになる。その後 2 日半頃から減少に転じ、4 日後に大半が鎮火されている。これは全

国からの緊急消防援助隊が現地入りし消火活動が行われたためと考えられる。 

 平常時における消防力の担い手が、公設消防機関にあることは言うまでもないが、東日本大震

災のように広域で甚大な被害が発生した場合、発災直後の応急対応者として地域密着性、即時対

応力また数の上で公設消防機関の５倍の人数を擁する消防団の存在は、地域防災安全上不可欠で

ある。特に広範にわたり同時に被災した津波浸水域では、多くの公設消防機関が無力化された。

その後、緊急消防援助隊の活動なくしては、市街地火災の鎮火はなしえなかったが、援助隊到着

までに被害を抑制し、救われた命は、現地の消防団の多岐にわたる活動に拠るところが極めて大

きかったのではないかと考えている。 

しかしながら、一方で犠牲になった消防団員は過去に例のない 254 名（内 2 名が行方不明者以

下同じ）にものぼる 1)。ちなみに常備消防職員 27 名(4 名) 1) 、警察官 30 名(5 名) 3) 、民政委員

56 名(10 名)4)といずれも多数の犠牲者がでているが、消防団員の犠牲者は他と比べて格段に多く

なっている。なお犠牲者の多寡は全体の母数との比較し論議しなくてはならないが、常備消防職

員数との単純比較でも被災率は倍以上ということになる。 

今後、こうした災禍を繰り返さないために、消防団の震災直後からの対応行動の検証は非常に

重要であり、そのための活動記録の整備が望まれる。しかしながら過去の阪神淡路大震災や新潟

県中越地震等の災害においても消防団は多様な活動をしているが一連の活動が体系的にまとめら

れた記録 5)は非常に限られている。公設消防機関等では大災害後、記録集を作成することはある

が、非常勤特別職の地方公務員とはいっても日々別の生業をもつ消防団員が記録集を残すことは

容易ではない。筆者らの研究室では、今後の地域防災力の向上及び消防団の安全な活動体制を構

築するうえで参考になればと考え、東日本大震災における消防団の活動について、消防団を対象

にヒアリング調査を行ってきた。本講演では、現地消防団へのヒアリング調査の中で浮かび上

がってきた消防団の共通的な活動内容や課題および具体的な活動事例を紹介する。 
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図1 地震後の火災発生・鎮火件数の時間的推移2） 
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2. ヒアリング調査概要と活動項目  

2.1 調査目的、対象および方法 

対象被災地が広域にわたるため、本調査では津波浸水域において、大規模な市街地火災が発生

した表１に示す 3 つの消防団の分団単位で、平成 23 年 11 月から 3 月にかけ現地ヒアリング調査

を実施した。なお大槌町(B 町)では、分団の“部単位を対象としているが、他の消防団分団の機

能を“部”単位で担っていたためである。 

本調査の主たる目的は、地震直後から半年近く及ぶ消防団の活動実態を概括的に把握すること

と、震災直後の緊急対応活動を検証する上で必要な情報収集である。特に後者では、団員および

所属する分団の震災直後から翌日までの活動を時系列的に地図上に表記する作業を行うとともに、

時間的・空間的なスケールを把握するため消防団が活動した現場の踏査も併せて実施した。  

 一連のヒアリングでは、団員および分団の活動内容、活動上の支障要因および今後の課題等に

ついて多岐にわたる質問を行った。その際、団員や分団の多岐にわたる活動情報を網羅的に引き

出すために、系統的な設問形式ではなく、一人あたり 2～3 時間かけたブレーンストーミング的

な方法を採用した。以下、ヒアリング内容から頻度の高い共通して使用された語彙を抽出し、そ

の上で結果をとりまとめたものである。 

2.2 消防団が行った活動実施状況 

 表 2、3 に、各地域の分団等の活動内容毎の実施状況を、地震直後から数日後までの緊急対応

活動と、それ以降約半年にわたる中長期的な対応活動に分けてまとめた。地域特性や被災状況に

よって活動内容に多少違いはあるが、水門・門扉の閉鎖、避難誘導、消防団の車両の退避、救助

活動、市街地火災防御、林野火災防御、遺体捜索・遺体搬送、夜間警戒といった多岐にわたる活

動が多くの分団で行われた。 

水門・門扉閉鎖では、屯所への参集前に実施した分団と、参集後に実施した分団に分かれるが

表1 調査対象消防団（分団・部）一覧 

 
A 町:岩手県山田町、B町:岩手県大槌町 

C 市：宮城県気仙沼市 

自治体
調査分団

・部

団員

数(人)
アンケート対象者

A-a分団 25 分団長、副分団長
A-b分団 26 分団長、副分団長、部長
A-c分団 30 分団長
A-d分団 30 分団長
A-e分団 22 副分団長、部長、班長
A-f分団 25 分団長、副分団長

A-g分団 30 分団長、部長
A-h分団 30 分団長、副分団長
A-i分団 30 分団長、副分団長

B-a分団a部 13 部長、班長
B-b分団a部 14 分団長、部長、団員
B-b分団b部 14 分団長、部長、団員
B-b分団c部 13 部長

C-a分団 25 分団長
C-b分団 53 分団長、副分団長
C-c分団 50 分団長
C-d分団 80 副分団長
C-e分団 79 分団長
C-f分団 63 分団長

C-g分団 70 分団長
C-h分団 63 副分団長
C-i分団 136 分団長、副分団長、部長
C-j分団 39 分団長
C-k分団 54 分団長
C-l分団 94 副分団長

C-m分団 54 分団長

A町

（人口

1.8万人

分団数

14分団）

B町
（1.5万人

6分団）

C市

(7.3万人

13分団)
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各々事前の計画にしたがって実施されたとのことである。また事前に計画されていたか否かに依

らず、浸水域からの車両退避が実施されている。なお、こうした初動対応の一連の活動中に津波

に襲われ命を落とした団員や、助かったものの過度な危険に晒された団員が少なくない。 

火災防御に関しては各分団が限られた人員・水利・装備を工夫しながら放水隊形をとり消火活

動が行われた。いくつかの分団では隣接分団と積極的に連携し、管轄分団長が全体指揮を、応援

分団長が局面指揮をとり効率的な活動を行った例もあった。また、林野火災では、自分の管内以

外の火災の防御活動を依頼され広域の活動を行った例もあった。一方、避難者の二次避難のため

の避難者搬送避難所の設営準備や、公共施設の清掃、防災行政無線不能地域での巡回による広報

表2 各消防団の地震直後の緊急対応活動 

 
A 町：岩手県山田町、B町：岩手県大槌町 C 市：宮城県気仙沼市 

記号等 ○：実施空白：未実施－：非該当 （注：Ｃ-a 分団は本部隊） 

参集前 参集後 計画有 計画無 自己管内 自己管外 自己管内 自己管外

A-a分団 ○ ○ ○ ○
A-b分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○
A-c分団 ○ ○ ○
A-d分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○
A-e分団 ○ ○ ○ ○ ○
A-f分団 ○ ○ ○ ○ ○
A-g分団 ○ ○ ○ ○ ○
A-h分団 - - ○ - - ○ ○ ○ ○
A-i分団 - - ○ - - ○ ○ ○ ○

B-a分団a部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
B-b分団a部 ○ ○ ○ ○
B-b分団b部 ○ ○ ○
B-b分団c部 ○ ○

C-a分団 - - - ○ - - - - - -
C-b分団 ○ ○ ○ ○
C-c分団 ○ ○ ○ ○ ○
C-d分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○
C-e分団 - - - - - ○ ○ ○
C-f分団 ○ ○ ○ ○ ○
C-g分団 ○ ○ ○ ○
C-h分団 ○ ○ ○ ○
C-i分団 ○ ○ ○ ○
C-j分団 ○ ○ ○
C-k分団 - - - - - ○ ○
C-l分団 - - ○ ○ ○ ○
C-m分団 - - ○ ○ ○

自
治
体

分団・部
水門・門扉閉鎖

避難誘導
車両退避

被害確認 救助活動
市街地火災消火 林野火災消火

A町

B町

C市

表3 各消防団の中長期的な対応活動 

 
A 町：岩手県山田町、B町：岩手県大槌町 C 市：宮城県気仙沼市 記号 ○：実施空白：未実施 

自
治
体

分団・部
避難所設
営等準備

公共施設
清掃

避難者
搬送

傷病者
搬送

行方不明
者捜索

遺体搬送
瓦礫撤去

等
巡回広報 夜間警戒

屯所等
詰め

A-a分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○
A-b分団 ○ ○ ○
A-c分団 ○
A-d分団 ○ ○ ○ ○ ○
A-e分団 ○ ○ ○ ○ ○
A-f分団 ○ ○ ○ ○ ○
A-g分団 ○ ○ ○ ○
A-h分団 ○ ○ ○ ○
A-i分団 ○ ○ ○ ○

B-a分団a部 ○ ○ ○ ○ ○ ○
B-b分団a部 ○ ○ ○ ○ ○
B-b分団b部 ○ ○ ○ ○ ○
B-b分団c部

C-a分団 ○ ○ ○ ○
C-b分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○
C-c分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
C-d分団 ○ ○ ○ ○ ○
C-e分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○
C-f分団 ○ ○ ○ ○ ○
C-g分団 ○ ○ ○ ○ ○
C-h分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○
C-i分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○
C-j分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○
C-k分団 ○ ○ ○ ○ ○
C-l分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○
C-m分団 ○ ○ ○ ○ ○ ○

A町

B町

C市
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活動、といった本来消防団以外の公共機関が担

うべき活動は地域によって実施状況に差がみら

れた。 

2.3 消防団の活動上の支障要因 

 表 4 に示すように、無線機がなく情報が入手

できなかったことと、これに伴い指揮系統が確

保できなかったことが、多くの分団で重大な支

障要因として指摘された。また瓦礫・浸水によ

るアクセス困難、屯所の被害も、大半の分団で

挙げられた。とりわけ無線機の有無は、組織的

な消防団活動への影響が大きく、団本部・分団

間の双方向無線が市町村により配備されていた

地域では指揮活動及び情報伝達が迅速に行われ

連携や役割分担が可能となった。 

一方、無線が利用できなかった分団では、指

揮系統も確立されず、孤立状態で活動せざるを

得なかった。なお気仙沼市の無線機が配備され

ていなかった地域では、C-b 分団に事前に配備

されていたバイク隊により分団間の情報が確保

され、本部隊の下に指揮系統が確保されたケー

スもあった。その他、公設消防機関と合流し消

防無線から情報を得て活動効率が向上した分団

も存在した。 

 消火活動時には、瓦礫・浸水で現場へ近寄れなかったり、使用可能な水利が自然水利等に限ら

れ、ホース延長を余儀なくされた分団も多い。例えば気仙沼市では、各分団間及び公設消防との

連携で 1km を超える水利から複数回のポンプ中継により放水できたものの、かなりの時間を要

することとなった。その他、屯所が流失したことにより個人装備やホースが不足した他、避難所

分しか食料の備蓄がなかったため、長時間にわたる活動中ほとんど食糧を口にできなかった団員

も少なからずあったときく。その一方で、消防後援会により装備や食糧の支援を受け、充実した

活動を継続できたという例や、屯所が複数あり流失しなかった屯所の装備を利用できた事例等、

今後の連携体制を考える上で参考となる情報を得ることができた。 

 

3. ヒアリングによる消防団活動事例 

ヒアリングでは、地震直後から数日にわたる各分団の活動を具体的に把握するため、地図上に、

どのような活動をしたかを時系列に記載しながらヒアリングを行った。また、ヒアリング後、地

形と併せて行動をより理解するため、行動軌跡をたどる現地踏査も行った。以下、3 つの消防分

団の活動事例を、分団全体の動きと関連づけて紹介する。 

3.1 大槌町における消防団B-a分団a部の活動 

大槌町は、地震後の大津波によって大半の市街地が浸水し、その後、山際に沿って市街地火災

表4 消防団活動上の支障要因 

 
A 町:岩手県山田町、B 町:岩手県大槌町 C 市:宮城県気仙

沼市 

記号等 ○：あり，△：あったが不十分，×：なし（支障

あり） ●：支障あり，空白：コメント無し －：非該当 

防：防火水槽，自：自然水利，プ：プール 貯：貯水槽 

自
治
体

分団・部
無線
機

指揮
系統

瓦礫・
浸水

屯所
被害

車両
被害

水利
（内訳）

A-a分団 × × - -

A-b分団 × × ● ●（防・自）

A-c分団 △ × ● ● -

A-d分団 × × ● ● ●（防・プ・自）

A-e分団 × × ● ● ●（防・貯）

A-f分団 × × ● ● ● ●（防・貯）

A-g分団 × × ● ● ●（防）

A-h分団 △ × ● ●（防・自）

A-i分団 △ × ● ●（防・自）

B-a分団a部 △ △ ● ● ●（自）

B-b分団a部 △ △ ● ● -

B-b分団b部 △ △ ● ● ● -

B-b分団c部 × × ● ● ● -

C-a分団 × ○ ● ● -

C-b分団 × ○ ● ● ●（防・自）

C-c分団 × ○ ● ● ● ●（自）

C-d分団 × ○ ● ● ● ●（プ・防・自）

C-e分団 × ○ ● ●（防・自）

C-f分団 × ○ ● ● ●（防・自）

C-g分団 × ○ ● ● ●（防・自）

C-h分団 × ○ ● ● ●（防・自）

C-i分団 × ○ ● ● ● ●（防）

C-j分団 ○ ○ ● ● ● -

C-k分団 ○ ○ ● -

C-l分団 ○ ○ - ● ● -

C-m分団 ○ ○ ● ● ● -

A
町

B
町

C
市
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図2 大槌町消防団B-a分団a部の活動の時間経過 

が発生した。大槌町消防署は街の東側の浸水域に位置し、津波で完全に破壊された。そのため大

槌町の消防力は、地震翌日、緊急消防援助隊（大阪消防局隊）が到着するまで、消防団に依存す

ることとなった。 図 2 は B-a 分団 a 部の活動事例を示したものである。この分団は主として町

の西側を管轄し、屯所は図中の●に位置する。以下、大槌消防団の B-a 分団 3 名からのヒアリン

グをもとに、広範囲かつ多様な消防活動内容を時系列的に説明する。 

3.1.1 地震発生から水門閉鎖まで（3月11日 14:46～15:18頃) 

地震発生から 9 分後、屯所に最低出場可能人数である 2 名が参集し、ポンプ車で水門閉鎖に出

場(図 2 中 1)。担当となっていた 6 つの水門を閉鎖し(図 2 中 2)、無線機により団本部へ報告(図 2

中 3)。この時点で団本部は広報車で市街地南西の高台に退避していた。本部機能は維持してい

たが、その後、津波で退路をたたれ対岸で孤立状態に陥った。同時刻、別の水門閉鎖を試みてい

た同分団他部からの要請により応援のため海岸方面へ移動。移動途上で屯所に待機していた団員

を 1 名乗車させ 3 名で応援に向かった(図 2 中 4)。B-b 分団他部担当の水門 2 箇所を協力して閉

鎖した直後、津波第 1 波が襲来した(図 2 中 5)。 

3.1.2 避難誘導および救助活動 (3月11日 15:18～17:00頃)  

サイレンと拡声器を使用し住宅街(図 2 中 6)、ショッピングセンター駐車場(図 2 中 7)、保育

園・幼稚園付近等を通り高台へ移動しつつ、住民の避難誘導を行った。橋を渡り折り返して住宅

地で避難誘導(図 2 中 8)中に道路まで津波が迫ってきたため退避を開始(図 2 中 9)。その途上に足

の不自由な高齢者と介助者がいたためポンプ車に乗せ退避を再開(図 2 中 10)。その後、高台近く

まで来たところで住民にポンプ車を止められ川に流されている人がいるとの情報を得たため、住

民と共に救助した(図 2 中 11)。救助された人が負傷していたため、避難所（弓道場）へ搬送した

(図 2 中 12)。 

3.1.3 避難者搬送等 (3月11日 18:00～22:00頃) 

 夕方になり津波が引きポンプ車が走行できる程度の水深になった頃、やや低地の地域の狭い建

物に避難者がいたため、ポンプ車と団員の自家用ワゴン車で前述の弓道場にピストン搬送を行っ
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た(図 2 中 13)。暗くなった頃、町の状況を確認するため中心地の方へ向かった際(図 2 中 14)、バ

イパス道路上に退避・待機していた常備消防の救急車と資材搬送車と合流し弓道場に案内した

(図 2 中 15)。 その後、南側道路トンネル付近の事業所に 100 名余りの避難者が待避していたた

め常備消防と連携し 6 台の車両でピストン搬送を行った(図 2 中 16)。この際、トンネル付近で停

滞していた車両の弓道場付近への誘導も行った(図 2 中 17)。この時に大規模な市街地火災を確認

したが、参集できた団員数が少なく、避難者が多数発生したことから避難者対応を優先し、弓道

場を避難所として使用できるように環境を整えた(図 2 中 18)。 

3.1.4 火災対応 (3月11日 22:00～3月12日 3:00頃) 

 22 時頃、徐々に参集可能の団員数が増えたが、水利が見つけられず瓦礫でポンプ車も走行で

きないため、火災が拡大するのを茫然と見ているしかなかった。23 時頃、火災が更に住宅地に

延焼してしまう直前というところで、知人の建設業者に 4ｔトレーラーで重機の運搬を依頼した

(図 2 中 19)。12 日 0 時頃、到着した重機によって瓦礫を撤去 (図 2 中 20)。合流した他分団のポ

ンプ積載車 2 台と合わせて計 3 台が河川に水利部署した(図 2 中 21)。最初は泥があり部署が困難

であったため、泥を掘って除いて吸水を安定させた。周囲は暗闇であったが、車両の照明装置は

水利側に全て使用したため視界が悪い中での活動であったが、3 月 12 日午前 3 時頃、延焼を阻

止し消火活動を終了した。 

3.1.5 その後の活動 (3月12日以降) 

 12 日午前 5 時ごろ、林野火災が住宅地に迫ったため住民を弓道場まで搬送した(図 2 中 22)。

12 日の夜からは、瓦礫の中からの救助活動や遺体運搬等を行う一方で(図 2 中 23)、山中の住家

に迫る火災からの延焼阻止活動を転戦しながら行った(図 2 中 24)。林野火災延焼阻止活動は 1 週

間以上にわたった。 

 

3.2 気仙沼市鹿折地区の消防団C-c分団の活動 

 気仙沼市では、広域にわたって多様な火災が発生したが、中でも湾奥部の鹿折地区は、岩手県

山田町に次ぐ大きな市街地火災が発生した。C-c 分団は、この鹿折地区及び気仙沼湾東岸を管轄

する消防分団である。C-c 分団の屯所は、図 3 中●に位置している、図 3 には、ヒアリングをし

た副分団長の活動を中心に、同分団の活動概要を示す。 

3.2.1 地震発生～一時退避 (3月11日 14:46～15:30頃)  

 地震発生時、港に接岸していた大型漁船上で作業中に、これまで感じたことのない種類の揺れ

を感じ大地震に気付く(図3中1)。揺れが続いている中、個人装備を取るために会社に向けて車で

出発。会社に行く途中では、住人の避難誘導を実施(図3中2)。 会社に到着し常時個人装備を積

載している自家用車に乗り換え屯所に向かう。屯所到着時、分団長を含めた12～13人が既に参集

していた。２班に分かれ水門・門扉の閉鎖・確認に出場(図3中3)。 副分団長は分団長と2人で副

分団長の自家用車で管轄地域南側の門扉の確認を担当した。門扉への移動中、海底が見えるほど

潮が引いていることに気づき(図3中4)、危険を感じ近場の高台まで退避した(図3中5)。  

3.2.2 津波襲来～移動等 (3月11日 15:30～21:00頃) 

退避して約5分たった頃津波が襲来した。その時、流される家屋の屋根の上から助けを求める

人を発見したがどうすることもできなかった。作業をしていた漁船の北あたりから煙が上がるの

を目撃したところで、近くで津波に流された高齢者がいるとの情報を受け救助に向かう(図3中6)。 
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1.接岸していた漁船に乗船し作業中に地震発生

2.屯所への参集途上、通行者に対して避難誘導

3.分団長及び団員と合流、二手に分かれ水門・門扉の閉鎖・確認へ

4.海底が見えるほどの引き潮を確認、引き返す

8.消防団車両と合流、団員に避難者の誘導を指示

9.避難者に協力し合って一晩しのぐよう声掛け

10.高齢者と介助者を発見、介助しながら避難誘導

11.小学校に着くが二次避難後で誰もいないことを確認

12.自宅の家族に高齢者とその息子さんの面倒を見るよう指示

13.屯所にて団員と合流

14.火災出場してきた常備消防と合流

15.他分団、常備消防と連携し火災防御

16.津波襲来情報から防御活動と退避を繰り返した

17.緊急消防援助隊に水利情報提供

18.緊急消防援助隊と連携し火災防御

19.自衛隊と連携し救助活動

20.遺体捜索及び遺体搬送

21.林野火災警戒

1km0km

：3/11副分団長経路

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16
17

18

20

21

19

5.分団長宅及び会社が見える高台に退避

6.高齢者を救助、近隣住民宅にて保護

7.市街地方向に煙を確認、火災対応すべく移動開始

22.広報活動

23.夜間警戒

：遺体捜索範囲

●

●

a職業能力開発校

b中学校

c小学校

：市街地延焼範囲

 

図3 気仙沼市鹿折地区消防団C-c分団の活動の時間経過 

近隣住民と協力して救助活動完了後、その高齢者を副分団長の住宅に預け暖を取らせるよう依

頼。その後、対岸の市街地でもう1ヶ所煙が上がっているのを確認し、分団長から副分団長は火

災対応との指示を受けた(図3中7)。通常の道路は浸水と瓦礫の影響で使用できないため、道の無

い山中を徒歩で進むしかない状況であった。尾根を2つ越えa職業能力開発校付近の道路に出たと

ころで、退避していたC-c分団の消防車両を発見し合流(図3中8)。団員たちに付近の避難者を職業

能力開発校に誘導するよう指示し近くの中学校に避難者や備蓄の確認に向かった。中学校に着い

た時、校庭には避難者が集まり火を焚いていたので、自分は消防団員であること、お互いに知恵

を出し合い協力して朝まで待ってほしいことを伝えた(図3中9)。  

再び火災現場を目指し尾根を越え北側幹線道路(国道45号線)まで到達。道路上に自力で歩行で

きない高齢者と補助者を発見し、介助しつつ小学校まで誘導(図3中10)。小学校に到着した時に

はすでに二次避難して誰もいなかったため(図3中11)、自宅に連れて行き保護するよう家族に依頼

し火災対応に向かう事を告げた(図3中12)。  

3.2.3 火災対応 (3月11日 21:00～3月12日 16:30頃)  

小学校付近の屯所に行くと分団員が数名待機していた(図3中13)。その時、常備消防が火災状

況の確認で出場して来たので呼び止め、今後の活動について話し合った(図3中14)。常備消防の

無線を活用し常備消防及び同市の分団3隊に応援要請。C-c分団は小学校のプールを水利として使

用、小型ポンプ2台を活用して約300mホースを延長し火災北側の防御にあたった。また、応援出

場して来た分団及び常備消防と連携し、火災現場北西に位置するトンネル出口にある山水受水槽

からポンプ車2台、小型ポンプ4台を活用して約1kmホースを延長し火災北西に位置する線路をラ
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インとして防御にあたった(図3中15)。火災防御中に津波情報が何回も入り、安全な位置まで退

避した。退避中にLPガスボンベの爆発が起こりきのこ雲のような炎が上がり隣家へ延焼して

いった。その後も消火、退避、延焼の繰り返しであった(図3中16)。活動中、C-c分団のホースは

使い切ってしまったがそれでも足りず、団員に指示して遠方の無事な屯所まで借用に向かわせた。

翌朝、緊急消防援助隊(東京消防庁隊)が到着したため、水利の情報を提供する(図3中17)とともに

連携して火災防御及び残火処理を行った(図3中18)。この活動は3月12日16時頃まで継続した。  

3.2.4 救助活動、捜索・遺体収容等 (3月12日～3月19日)  

3月12日は火災対応とは別な班を作り、自衛隊と連携した救助活動も実施した(図3中19)。14時

頃に介護老人保健施設までの道路が使用可能となったため団本部からの指示で救助に向かう事と

なった。3月13日には同施設近辺で多数の遺体が緊急消防援助隊により発見され、団本部からの

指示で遺体収容作業を実施。建設業者からトラックを手配し収容所まで搬送した(図3中20)。3月

14日から19日は捜索活動及び収容を行った(図3中破線)。  

3.2.5 林野火災警戒・広報活動等 (3月15日～8月頃)  

3月15日は林野火災が拡大し高台にある病院の患者を緊急消防援助隊が安全な場所へ搬送する

こととなった。その間、病院に火災危険が迫らないように消防団が警戒活動を実施した(図3中

21)。3月20日までは屯所に詰め、何かあってもすぐに対応できる体制をとっていた。3月15日以

降、3月中は広報活動も行っており、住民に行政からの情報等を発信した(図3中22)。また、3月

15日からは夜間警戒についても実施した。この警戒には火災予防のみならず防犯の意味も含まれ

ており、8月中旬まで継続して実施された(図3中23)。 

 

3.3 気仙沼市大島地区の消防団C-h分団の活動 

 C-h分団の管轄は、気仙沼湾入り口東側に位置する大島全体を対象としている。気仙沼市とは、

海を隔て船が主要な交通機関であり、外部からの救援が困難な地域である。この分団では、海上

の漂流火災から林野火災へと延焼拡大しその消火が主要な事後対応となった。以下、C-h分団副

分団長からのヒアリング結果を紹介する。図4は、C-h分団の活動を示したものである。この分団

の屯所は図4中の●である。 

3.3.1 地震発生～避難誘導 (3月11日 14:46～15:30頃) 

 副分団長は地震発生時、漁船上で作業中スプリングのような揺れを感じたため(図4中1)、一緒

にいた人に作業を中止するよう指示し、自家用車で高台にある屯所に向かった(図4中2)。 

屯所に着いたところで隣接施設勤務の団員を呼び出し、ポンプ積載車で避難誘導広報に出場(図4

中3)。門扉・水門の閉鎖も併せて実施(図4中4)。なお、門扉は、ほとんどが常時閉鎖されている

が、障害物があり閉鎖しづらい箇所も存在した。島の南部を回り地震発生時に作業をしていたあ

たりに戻ってきたところで津波が襲来したため、高台へと退避しながら屯所へ向かった。 

3.3.2 火災対応 (3月11日～3月14日) 

屯所に戻ったところで、分団長から災害対策本部にいるように指示を受けた(図4中5)。しばら

くすると海上の養殖筏の発泡スチロールや流出油が燃えて岸に漂流し(図4中6)、島の沿岸から垂

れ下がっている木の枝に延焼し林野火災に発展した(図4中7)。3月11日の夜から火災の情報が入り

消火に向かった。車が通れるような道は無く、徒歩で火災現場まで向かった(図4中8)。水利は山

頂直下の防火水槽を使用し(図4中9)、その水利が尽きた後は海水を汲み上げ土木会社のミキサー
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1.接岸した船の上で作業中に地震発生

2.自家用車に乗車し屯所へ

3.屯所隣接の公民館勤務の団員と共に避難誘導広報

4.避難誘導広報と同時に水門・門扉閉鎖

5.分団長指示で災害対策本部へ

6.油と養殖筏の発泡スチロールが燃えながら流れてきた

7.複数個所で海に垂れ下がっている枝に延焼

8.徒歩で延焼している場所まで行き火災防御

9.水利は亀山の頂上にある防火水槽を活用

10.防火水槽が尽きたら海水を汲み上げミキサー車で充水

12.燃料が限られていたため活動は燃料10ℓまでと決めた

13.活動終了したら戻って状況報告

14.無線が通じないため現場と本部のやり取りは伝令で対応

15.1ヶ所につき2～3班（20～30人）で出場

11.養殖ワカメ冷却用のタンクを活用し活動した

16.3/13、14は他分団応援あり

19.遺体の捜索・搬送・身元確認

18.避難所の混乱を鎮静化

17.建物への延焼は全て防いだ

20.夜間警戒

：3/11 D分団副分団長経路

2km0km

1,2

3,5,12,13,14

4

6

7,8,11,15

9

10

16
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3/11

3/12

：延焼動態

：延焼ライン

●

 

図7 気仙沼市大島地区消防団C-h分団の活動の時間経過 

車で運び充水した(図4中10)。また養殖ワカメの冷却用のタンク（1～2ｔ）と小型ポンプを各所

に配置し活用した(図4中11)。ガソリンスタンドの殆どが津波被害を受け燃料が限られていたため、

一度の活動は燃料10ℓまでと限定した(図4中12)。活動を終了したら災害対策本部まで戻り状況を

報告、各班の報告から得た情報を元に再び出場ということの繰り返しであった(図4中13)。消防

団無線は電波が届かなく伝令を出して情報伝達・指示を行った(図4中14)。出場人員は1ヶ所につ

き2～3班（20～30人）とした(図4中15)。 

一昼夜たった頃には食糧も無く疲労が激しく水を含んだ重いホースを運ぶのも厳しかったため

近場を中心とした活動となった。3月13日、14日には、気仙沼市の津波被害を受けなかった内陸

山岳地域の分団が駆け付け応援活動を行った(図4中16)。各々の火は小さかったが広域に拡がっ

ていたため全ての鎮圧には時間を要したが建物への延焼は全て防ぐことができた(図4中17)。 

3.3.3 避難所対応・遺体捜索他 (3月11日～4月頃) 

 3月12日には、避難所で島が火災で燃えてしまうような不安にかられ、海に飛び込んでしまお

うと考える避難者が出るなどの混乱が起こったが副分団長がなだめ説得した(図4中18)。3月14日

以降は遺体捜索、搬送を行った(図4中19)。また、3月11日から1ヶ月間、夜間警戒を行っている

(図4中20)。 災害対策本部には1ヶ月半ほど詰めることとなった。 

 

4．まとめ 

 津波火災が発生した地域の消防分団の中から3つの地域の分団の活動の全体概要と、具体的な

活動事例を時系列的に紹介した。今回紹介した活動事例は限られた消防団員からのヒアリングで

第16回消防防災研究講演会資料（平成25年2月）

- 21 -



あり、必ずしも分団の活動全体を表現しているものではなく、個々の消防団員の地震との遭遇時

の状況に依存したエピソードの色合いが強い。しかしながら、地震直後に屯所への集合状況、そ

の後の多様な消防団活動については、本調査で共通した姿や課題が明らかになってきたと考えて

いる。特に、地震直後の緊急対応では、水門等の閉鎖、避難誘導、車両退避等広域にわたる多く

の作業を限られた情報の下で行わざるをえなく結果として多くの団員が犠牲となった。 

また、地震直後の緊急対応だけではなく、地震や津波後の困難な状況下で、約半年もの長期間

におよぶ過酷な事後対応を強いられた。例えば、行方不明者捜索や遺体搬送等、本来消防団の業

務ではないが、使命感、地域住民からの期待、孤立状態等により、やらざるを得ないという状況

下で行われたものも少なくない。こうした長期化する活動の中で消防団活動と職場の復旧や業務

との板挟みで解雇等の危険に陥り精神的及び経済的に大きな負担を感じた団員や、家庭になかな

か戻れず親戚の捜索や家屋の片づけを進められなかった団員がいたとも聞く。こうした長期間の

多岐にわたる消防団活動は、地域社会の住民からの期待感を表している反面、過度な責務が今回

の消防団員の殉職者の多さにつながっているとしたら、消防団にとっては大きな問題である。 

今後、懸念されている大地震において、住民の安心安全を守る消防団員の犠牲者を出さないた

めには、東日本大震災被災地での消防団の活動内容を再検証したうえで、消防団が本来行うべき

活動を支える資材・装備の物的準備および身分保証等の制度的な面からの検討が必要であると考

えている。なお、東日本大震災の消防団をめぐる諸課題については消防庁の検討会の報告書6)で

整理、検討されているので参考にされたい。併せて本調査のような具体的な事例が、消防団の

方々が自らの課題を認識し検討する上での一助になればと期待している。 

 
【謝意】今回の現地調査やヒアリングに際しては、多くの方々より有用な情報を頂いた。特に、

気仙沼市、大槌町、山田町の消防団や所轄の消防機関からは、貴重な情報提供および便宜を図っ

て頂いた。ここに記して感謝いたします 
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大規模災害活動時の防火服内衣服の水濡れが引き起こす危険性について 

 

消防研究センター 森井 統正 

 若月  薫 

 尾川 義雄 

 

 

1. はじめに 

 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災において、地元の消防本部に加え全国各地から多

くの消防職員は、緊急消防援助隊として現地に赴き活動を行った。今回の震災では、地震や津波

に起因すると思われる火災も多く発生し、消火活動や火災警戒の際には通常時の活動と同様に建

物火災用の防火服が用いられた 1)。また、洪水等の災害活動時の救助活動において防火服を着用

している消防隊員がテレビに映し出されるなど、防火服が本来の目的と異なった用途で使用され

ていることがしばしば見受けられる。 

防火服は一般的に図１に示すとおり、表地（最外層）、透湿防水層（中間層）、断熱層（最内

層）で構成され、耐熱性以外に引き裂き強度など高い機械的特性を有している（衣服外環境）。

今回の震災は、冬場であったということで、夏場のヒートストレスなどを感じず、防火服に用い

られる透湿防水層が水の浸透を防ぐことから、むしろ防寒服も兼ねて使用した隊員も多いと思わ

れる。しかしながら、高温多湿の夏場など日本特有の四季を通じた気候変化に対して、現在使用

されている建物火災用の防火服を常に着用して災害活動することは隊員の身体負荷などのリスク

につながる。 

衣服内環境に注目してみると、防火服内衣服（活動服や下着）は、災害活動時に消火水が襟元

などから内部に入り込むことや消防隊員の発汗により水濡れを発生する。この水濡れは、体温の

コントロールや衣服内の重量を上げることになり熱中症や運動負荷が上がることなどの危険性を

伴う（図２）。 

 

表地 透湿防水層 遮熱層

炎と熱 空気層 空気層

活動服 下着

空気層空気層

防火服単独

実際の消防活動時の衣服の重ね合せ

空気層

 
図１ 防火服内の生地、活動服、下着と空気層による耐熱モデル 
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水は空気の約 23 倍の熱伝導率を持つ熱良導体である。ゆえに、衣服の繊維間に包含される水

が、熱良導体として機能することにより防火服内部の熱伝導に影響を及ぼすことが考えられる。

現状では、地震等の自然災害の対応、およびそれらに起因する住宅火災、工場火災や市街地火災

などに対応する消防隊員は、耐熱服や建物火災用防火服を着用して活動することが想定される。

現在の耐熱服や建物火災用防火服の着用時において、内部に着用する活動服や下着が水濡れした

状態で、火炎からの放射熱を受けたとすれば衣服内の熱伝導が速くなることにより、熱傷進行を

促進する可能性が考えられる。 

本研究は、建物火災用防火服を一例にとり、活動中に活動服・下着生地が吸水した際に、現在

流通している防火服の内部（活動服・下着）でどのような熱伝導が生じているのか、熱傷の促進

に影響を与えるか検証した結果を報告する。 

 

2. 防火服内衣服の水濡れが引き起こす熱傷危険について 

 消防隊員が着用している個人用防火装備は、現在、フラッシュオーバーなどの急激な火炎や熱

に消防隊員が短時間ばく露される環境を評価対象としているが、短時間で強い熱を受けなくても

熱傷を発生する恐れがある。建物内部で検索救助、消火活動を行う際は、個人防火装備は比較的

弱い熱流束を受熱しているが、もし受熱時間が長い場合には熱傷を発生する可能性があり、客観

的な検証により詳細を明らかにする必要がある。 

 大規模な建物火災では、消防隊員の生命を脅かす熾烈な火勢への対応に注目が集まるが、火災

最盛期を過ぎた後でも、個人防火装備を着用せずに火災建物の周囲に近寄ることは困難な状態で

ある。最近実施された木造３階建て学校の実大火災実験 2)では、火災最盛期に建物直近で熱流束

が 300 kW/m2 という猛烈な数値になった後、30 kW/m2 以下の比較的弱い熱流束の状態が数十分

継続したことが報告されている。大規模火災では、火災最盛期の消火および残火処理活動で長時

間の活動を強いられることが想定され、本研究で用いた「比較的弱い」熱流束環境における検証

結果は、消火活動にあたる消防隊員の熱傷発生危険の回避にも役立つと考える。 

現在の防火服の耐炎・耐熱性能は生地が乾燥した状態で試験されているが、生地各層の間に存

在する空気は良い断熱材である。これと比較して湿潤状態では生地各層間に水や水蒸気が存在す

ることから、熱の伝わりが良くなることになる。ゆえに、防火服内における水の存在が潜在的に

熱傷を促進させる危険があるかどうかについても検討が必要である。 

 

熱・炎からの防護 快適さ・動き易さ

熱傷 熱中症 運動負荷
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性能要求

発生する危険

危険リスク

 
図２ 防火服を取り巻く環境における危険リスクと性能要求 
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3.  防火服内衣服の水濡れが引き起こす熱傷危険の検証実験 

本試験では、火災発生建物へ屋内進入を実施する消防隊員がさらされる際に防火服が受ける熱

（12 kW/m2, 14 kW/m2, 17 kW/m2, 20 kW/m2、木材が口火着火する程度 3））条件に対して、熱傷を

受けるまでの時間、温度上昇速度を測定した。熱流束と温度は一致しないが、生地表面温度とし

ての目安は約 200℃～約 280℃である。実験条件は、活動時に想定される着用を考慮し、活動

服・下着の乾燥・湿潤の条件をそれぞれ設定したものを防火服生地と重ねて実験を実施した。 

3.1 実験装置 

 図３は、本実験で使用した装置である。本装置は、加熱源、遮蔽シャッター、サンプルホルダ

から成り立つ。加熱源は電熱ヒータとし、Schmidt-Boelter 型熱流束計（Medtherm 社製）を使用

し出力調節器で試験生地表面が受ける熱流束を調整した。 

試験生地は図４に示すとおり、生地をたるまない様に鋼製フレームで引張固定した。生地を介

して伝わった熱は ISO9151 試験装置にて使用される銅製ディスク熱量計（以下、熱センサ）を

使用し、熱センサ表面における温度上昇を計測した。 

3.2 実験方法 

3.2.1 生地寸法、生地の重ね方、及び生地毎の空間の設定  

 試料生地は現在、日本で使用されている防火服、活動服、綿下着を、表地（主としてアラミド

繊維）、透湿防水層（主として PTFE 膜）、遮熱層（主としてアラミド繊維）、活動服（主として

アラミド繊維）、下着（綿 100％）をそれぞれ 15cm×15cm の大きさに切断して重ね合わせた。 

 使用される生地の重ね方は、衣服内の空気層が部位や姿勢によってばらつくことを考慮し、以

前に消防研究センターにおいて実施した着衣時における各服間の三次元計測の結果を基に防火服、

活動服、下着、皮膚（熱センサ）において生じる空間（空気層）の厚みを図５のように決定した。 

3.2.2 活動服・下着の乾燥・湿潤条件 

実験で使用した生地の吸水条件を図５に示した。衣服内が十分に濡れたことをシナリオ想定し、

活動服生地と下着は水分を十分含ませ、軽く絞った。同時に各服に使用されている生地毎の重量

測定も実施した。平均吸水率は活動服及び下着それぞれ 100％及び 257％であった。 

3.3 評価項目 

ISO 9151 における防火服生地の熱伝達性試験の評価指標である熱伝達係数(Heat Transfer Index、

以下 HTI)を利用し、 

①初期温度から 24℃上昇に必要な時間（秒）： HTI 24 

意味：皮膚が II 度熱傷を発生するまでの温度上昇に費やした時間 

②初期温度から 12℃上昇に必要な時間（秒）： HTI 12 

意味：皮膚が痛みを感じるまでに費やした時間 

③12℃上昇後 24℃上昇に必要な時間（秒）： HTI 24－HTI 12 

意味：皮膚が痛みを感じた後、II 度熱傷するまでに費やした時間 

④温度上昇速度（℃/秒）：dT/dt 

意味：防火服内における熱伝達（主として熱伝導）の速さ 

に着目し、解析を実施した。 
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試験生地

コーン型
ヒーター

温度センサー

温度表示  

ISO 9151 熱センサ

防火服・活動服・下着生地

99 mm

25 mm

鋼製フレーム

 

図３ 防火服生地加熱装置 図４ 防火服生地試験体断面図 

（図３破線部拡大） 
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図５ 各試験条件における生地及び生地の重ね合わせ方 
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3.4 実験結果 

表１は、防火服生地が受ける熱の強さに対する各実験条件における熱伝達係数（HTI）の比較

をしたもので、図６は活動服及び下着の乾湿条件ごとに 3.3 で示した評価方法①HTI24、②

HTI12、③HTI24－HTI12 をプロットしたものである。活動服が湿潤している（Wet）状態では、

活動服が乾燥した（Dry）状態と比較して、熱センサへの熱伝達は速い結果となった。これは防

火服の内部（活動服及び下着）に存在する水の影響によるものである。生地が乾燥している際に

は熱伝導は主として生地及び空気の熱伝導率に依存するが、生地が吸水すると生地及び空気に加

えて水の熱伝導率が寄与することになる。水、空気の熱伝導率はそれぞれ 0.56 W/mK、0.024 

W/mK で、水は空気の約 23 倍の熱伝導率を持つ熱良導体である。つまり生地自身の熱伝導は等

しいから、活動服や下着生地の繊維の間に包含される空気と水との熱伝導率の差及び繊維に吸収

される水が防火服内部の熱伝導に影響を及ぼしている。 

逆に、熱伝達の悪さ（耐熱性能）の観点から分析すると、活動服が乾燥（Dry）の条件が参考

となる。II 度熱傷に到達する時間（HTI24）に対して活動服（Dry、Wet）と下着（Dry、Wet）の

組み合わせを比較すると、もっとも耐熱性能が優れているのは活動服 Dry と下着 Dry の組み合

わせである。続いて活動服 Dry と下着 Wet の組み合わせである。この 2 条件について比較する

と皮膚が痛みを感じるとみなす時間（HTI12）はわずかに下着 Dry の条件が短い。しかし、II 度

熱傷に到達する時間（HTI24）に対しては、明らかに下着 Dry の条件が長くなっている。HTI12

から HTI24 までの時間差が大きく広がったことは、下着層から皮膚にかけて空気と水の熱伝達

の差が温度上昇に影響を与えたものと考える。 

 活動服の乾・湿に関わらず、12℃～24℃の温度上昇に必要な時間が 0℃～12℃温度上昇に必要

な時間と比較して短くなっている。図７は防火服生地が受ける熱の強さに対する防火服内におけ

る単位時間あたりの 0℃～12℃温度上昇及び 12℃～24℃の温度上昇、すなわち温度上昇速度

dT/dt（℃/ｓ）の平均値の比較である。温度上昇速度は活動服の乾・湿に関わらず、それぞれが

12℃～24℃の温度上昇と 0℃～12℃の温度上昇に二つの領域にわけることができた。活動服が湿

潤している際、各熱流束に対して 12℃～24℃の温度上昇速度が 0℃～12℃の温度上昇速度の約２

倍になっていることがわかった。 

12℃～24℃の温度上昇時における活動服が湿潤した際と乾燥した際を比較してみると、各熱流

束に対して温度上昇速度は約 1.5 倍の増加が確認された。また、もし受けている熱流束が

10kW/m2 よりも低い範囲については、データを外挿して考えると本実験で得られた傾向になると

考えられる。 

図８は、防火服生地が受ける熱の強さが 20 kW/m2（表面温度約 280℃）時の、温度上昇（左

軸）及び温度上昇速度（右軸）の比較を示す。活動服が乾燥（Dry）及び湿潤（Wet）のそれぞ

れの条件において温度上昇速度は下着の条件に関わらず定性的に同じ傾向が見られた。また、実

験開始後の温度上昇の立ち上がりを見てみると下着が乾燥（Dry）、下着が湿潤（Wet）と続いた。

湿潤した下着は、防火服から各生地を介して伝わってきた熱を一時的に吸熱させていると考えら

れる。温度上昇速度は下着が乾燥（Dry）の条件と異なり、徐々に高くなっていく傾向が見られ

る。 

活動服が乾燥（Dry）している際には温度上昇速度が約 20 秒前後よりほぼ一定になり、その

後約 40 秒後に再度温度上昇速度が増加する。下着が乾燥（Dry）の条件において、温度上昇速
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度が一定になったことは、下着の保温が機能し、一時的に生地を介して伝わっている熱は一定に

なっていたことを意味する。一方、活動服が湿潤（Wet）の際は、温度上昇速度は活動服が乾燥

（Dry）した条件と異なり、一定値は現れず最大値まで増加する傾向が得られた。 

最後に、本実験における熱強度に対しては、痛みを感じてから II 度熱傷を受けてしまうまで

の時間が、防火服内部の服が濡れることにより短くなってしまう。これは、可能な限り速く退避

しないと軽度の熱傷で済まなくなる（より高い熱傷リスクを背負う）ことになることを示してい

る。 

表１ 各試験条件における熱伝達係数（HTI）測定結果 
熱流束 (kW/m2)
活動服
下着 Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet
HTI24 (s) 121 114 83 88 105 102 72 84 92 91 65 72 74 75 54 65
HTI12 (s) 68 69 55 60 59 64 49 59 53 58 44 51 47 51 38 47
HTI24－HTI12 (s) 53 45 28 28 46 38 23 25 39 33 21 21 27 24 16 18

Dry Dry Dry

12 14 17 20

Wet Wet Wet WetDry

 
 

図６ 防火服生地が受ける熱の強さ（熱流束）に対する各実験条件における熱伝達係数（HTI）

の比較。生地の乾燥・湿潤に対する整理。 
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生地の乾燥・湿潤に対する整理。 
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図８ 防火服生地が受ける熱の強さ（熱流束）が 20 kW/m2（表面温度約 280℃）時の、温度上昇

（左軸）及び温度上昇速度 dT/dt（右軸）の比較。生地の乾燥・湿潤に対する整理。 
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4 まとめ 

 日本の防火服は一般的に表地（最外層）、透湿防水層（中間層）、断熱層（最内層）で構成され

る。消防隊員は、下着、活動服、防火服の重ね着をしており、防火服の耐熱設計は重ね着によっ

て形成される空気層を利用し、受けた熱を皮膚に伝えない仕組みである。ただし、実際の防火服

にはポケットや身体の部位によって着用している服の重ね方が異なり、一律に評価することは難

しい。そのため、現在の防火服の耐熱試験は防火服の積層生地（表地、透湿防水層、遮熱層）に

て実施し、性能を確認している。本実験ではすでに性能を確認している防火服生地に対して防火

服内部の服の乾・湿の違いが各生地層間の熱伝導に及ぼす影響に関して評価を行った。消防活動

の環境や着用状態も個々に異なるため、本報告が全ての火災事例に当てはまるわけではないこと

を付け加えておく。 

活動服が湿潤している（Wet）状態では、活動服が乾燥した（Dry）状態と比較して、熱伝達

は速い結果であった。生地が乾燥している際には熱伝導は主として生地及び空気の熱伝導率に寄

与するが、生地が吸水すると生地及び水の熱伝導率が寄与することになる。水は空気の約 23 倍

の熱伝導率を持つ熱良導体であるため、繊維間に包含される空気と水との熱伝導率の差及び繊維

に吸収される水が防火服内部の熱伝導に影響を及ぼしている。 

本研究で焦点を置いた、防火服内部の生地の吸水は、活動中における熱中症や運動負荷の問題

にもつながる。熱防護性能と衣服内の快適・機能性は常に相反する性能の向上と追求であるが、

本発表の内容が少しでも個人防火装備の性能や特徴について理解する助けとなり、消防隊員の安

全な消防活動につながればと考える。 
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津波浸水域用の消防車両開発

消防研究センター 久保田勝明

1

背景
東日本大震災

3.11の夜中
津波滞留水域内
仙台市中野小学校（避難者４００人）
近隣で大規模火災

救助要請

津波滞留域のため消防車両進入不可、
ヘリも近づけず救助困難であった

2
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ガレキ踏破ガレキ踏破

消火タイプ消火タイプ

救助タイプ救助タイプ
救急タイプ救急タイプ

3

津波浸水域用の消防車両開発

P7

アクションプランとは

我が国が直面している重要課
題の達成に向け最優先で進め
るべき重点的取組等を明示

4
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科学技術重点施策アクションプラン

■政策課題
命・健康を、災害から守る

■重点的取組
災害現場からのより確実な人命救助

施策概要

津波現場にいる生存者を発見し、速やかに救出するために、
無人ヘリ等による偵察技術と監視技術の開発、水やガレキが
滞留している領域でも消防活動を可能とする消防車両の踏破
技術と救助技術の開発を行う。
平成27年度までに、技術開発、プロトタイプによる運用試験

を終え、運用方法を確立する。【５年以内に実用化】

5

消防本部へのヒアリング
被災地消防 仙台市消防局、塩釜地区消防事務組合
緊急消防援助隊 横浜市消防局（派遣先 仙台市）

新潟市消防局（派遣先 石巻市）

救助活動概要 発災直後（３．11~12朝）
・瓦礫が水に浮いていて帯状
・滞留水域での救助ボート（アルミ、ゴム）、
ジェットスキー等を使用

・見える範囲の水につかっている
要救助者を最優先で救助（ゴムボート）

・避難ビル等の緊急に救助する必要
が無い場合は後回し

・ゴムボートは破れた
・隊員が瓦礫で負傷
・活動に非常に体力を使った

活動拠点
（仙台東部道路は浸水していない）

要救助者

ゴムボート等

水深5ｍ

6

第16回消防防災研究講演会資料（平成25年2月）

- 33 -

第16回消防防災研究講演会資料（平成25年2月）

- 33 -



消防本部からの要望
・水上瓦礫を乗り越えるもしくは啓開する性能
・啓開すれば後はどんな車両でも活動可能

・瓦礫にはまっても人力で引っ張り出せるよう
に小さいもの、小回りが利くもの
・普段でも使えるもの

・メンテナンスが容易なもの（特殊車両はメン
テナンスに費用がかかる）
・運搬が容易なもの
・職員の安全も考慮してほしい 等

7

水陸両用車

8
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研究のポイント

走破性(水上、陸上）
救助
消火
救急搬送

9

走破性(陸上） 10
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11

ガレキ走破性
（水上）

12
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13

救助

14
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消火

15

救急搬送
16
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長周期地震動と石油タンクのスロッシングに関する幾つかのこと 

 

消防研究センター 座間信作 

 

 

1. はじめに 

 前回の防災講演会 1）では、2011 年東北地方太平洋沖地震による石油タンクのスロッシング被害

の概要、2003 年十勝沖地震を受けて実施された長周期帯域の設計地震動の見直し・浮屋根の浮き

性能の基準化・補強等の対策の検証、新潟地区の長周期地震動の空間変動について報告した。そ

れらについて簡単に纏めると、 

①浮き屋根耐震基準該当（適合済）屋外タンク貯蔵所（シングルデッキ）での被害は 4 基に認め

られたが、その程度は軽微であった。 

②未適合タンク 5 基で大きな被害（浮き屋根沈没、ポンツーン溶接部の割れ、油漏洩など）が認

められた。 

③酒田ではアルミ製内部浮き蓋のデッキスキン、フロートチューブの破断が認められた。当該タ

ンクのスロッシング固有周期における速度応答値が約 200cm/s と極めて強いこと、被災タンクの

内径が 15.508m と小さいこと、フロートチューブの長さが 6.72m と長いことから、フロートチュ

ーブに対して許容を超える歪みとなり破断に至ったものと推定された 2）。 

④川崎で認められた浮き屋根の沈没については、ポンツーン 2 室破損時における浮力が浮き屋根

の重量に対して不足していること等の分析がなされた 2）。 

⑤コンビナート地区及びその周辺での長周期地震動の強さは告示での規定値をほぼ下回っていた。 

⑥新発田地区で測定されたスロッシング最大波高から、高々2km 程度離れていても長周期地震動

は 50％程度変わりうることが推察された。 

 ここでは、上記④に関し、その後の調査で判明したポンツーンの一部破断に係る定量的検討、

⑥について、東北地方太平洋沖地震の震源域で発生した余震の強震記録に基づく検証、および東

京を対象とした東北地方太平洋沖地震での長周期地震動の経験的予測に関する検証等について報

告する。 

 

2. ポンツーンの強度に関する検討 

川崎での浮き屋根の沈没は、地震の 3 日後の 3 月 14 日に確認されている(図 1)。川崎市消防局

によれば(私信)、タンク内の貯蔵油を他に移送したところ、浮き屋根の随所に変形が認められ、

ポンツーンの開口部は全 13 室中 8 室で確認され、そのうち連続する 3 室が破損した側に浮き屋根

が傾斜し、時間経過とともに沈没したものと考えられている。ここでは、当該事業所に近い（約

1.7km）消防研究センター水江観測点の強震動データ(図 2，3)を用いて、ポンツーン破損の説明を

試みる。 

当該タンクは、直径 38.74m、許可容量 19,365kL、許可液面高さ 16.429ｍ、地震時液面高さ 8.94m

（スロッシング固有周期 7.83 秒）のシングルデッキ浮き屋根タンクである。このタンクは、容量

2 万 kL 未満ではあるが、告示第２条の２に規定する空間高さが 2m 以上となることから、H17 年

第16回消防防災研究講演会資料（平成25年2月）

- 39 -



総務省令第 3 号等に規定された浮き屋根の基準に適合させることが必要なタンクであったが、地

震当時は未適合であった。 

 

図 1 浮き屋根が地震の 3日後に沈没したタンク 

 

 
図 2 川崎・水江(消防研究センター観測点)での加速度波形 
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図 3 川崎・水江(消防研究センター観測点)での 0.5%減衰擬似速度応答スペクトル 

 

図 2 の地震記録を入力とするスロッシング応答解析では、最大波高は 1.3m で側板の油痕から

測定された値（1.0m~1.5m）と整合する。当該タンクのポンツーンは全体で 13 室あり、1 室辺り

の周方向長さは 9.3m と極めて長いことが特徴である。ポンツーン下部デッキには補強リングが

周方向に一つ附置されており、それを有効として消防の技術基準に基づき浮き屋根構造評価を行

ったところ、1 次モード、2 次モードの合成応力はポンツーン外リムで 57.4N/mm2、内リムで

44.2N/mm2 となり、地震時許容応力 220.5N/mm2 をはるかに下回る結果となった。 

川崎市消防局（私信）によれば、破損ポンツーンの補強リングが下部デッキから外れているこ

とが確認されている。そこで、補強リングを無効として同様の評価を行うと、外リムでの合成応

力は 128.4N/mm2 となり、約 2 倍の応力となったものの、許容応力を上回ることにはならず、ポ

ンツーン破断を説明できない。今後の更なる検討を要するが、考えられることとしては以下が挙

げられる。 

① 入力地震動の問題：用いた地震記録は当該タンクに近い地点で得られたもので、スロッシ

ング最大波高を概ね説明するものではあるものの、当該タンクへの入力地震動として用い

ることができるか否かの妥当性については検討の余地がある。因みに、K-NET 川崎（約

3.6km）の記録では速度応答スペクトル値は 60kine 程度で約 2/3 の入力となる。また、次

節で示すように 2km 程度離れても 50%程度入力地震動が異なることもありうる。深部地下

構造の更なる調査、当該地での強震動比較観測の実施等が必要である。 
② 3 次モードの影響：浮き屋根強度評価においては、スロッシング 2 次モードまで考慮する

こととしているが、より高次モードまで考慮することが考えられる。当該タンクの 3 次モ

ード固有周期は 3.02 秒であり、速度応答値は図 3 から約 220kine と非常に強いものとなっ

ているからである。3 次モードの減衰定数をどうするか等の基本的な検討が必要となる。 
③ 初期浮力の影響：当該タンクのポンツーン周方向長さが長く、初期浮力の影響を考慮する

必要があるかもしれない。補強リングが有効である場合にはその影響はほとんどないが、

液面揺動中に補強リングが外れた場合にはその影響は大きく、許容応力を上回ることの試
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算がなされている（山内、私信）。液面揺動中のポンツーン破断に至るプロセスを考える必

要があるかもしれない。 
 

3. 長周期地震動の空間変動 

 図 4 に示す新潟新発田の石油コンビナート等特別防災区域の約 2km 離れた事業所（Niigata-E、

W）において、2011 年東北地方太平洋沖地震で励起された固有周期 10.5 秒付近での石油タンクの

スロッシングの最大波高に、図 5 に示すような系統的な差異が認められた。消防研究センターが

Niigata-E の構内に設置した地震計(図 4 の■)の記録を用いて、3 次モードまで考慮した 2 次元ス

ロッシング応答解析を行ったところ、Niigata-E 内のタンクのスロッシング波高をよく説明するこ

とができた一方で、Niigata-W では約 50％過小評価する結果となった（図 6）。この解釈として、

高々2km 離れていても、長周期地震動が約 50％変動することが考えられた１）。 

 

図 4 新潟県新発田石油コンビナート特別防災区域 

Niigata-E と Niigata-W との距離は東港を挟んで約 2km、■は消防研究センター設置の地震計、 

●は新たに設置された地震計位置 

図 5 スロッシング最大波高の計測値(cm)   図 6 スロッシング最大波高の観測（Wh-OBS）と 

横軸はスロッシング固有周期         2 次元応答解析結果（Wh-CAL）との比較 
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この推察の確認には、新たな地震計の設置による同時比較観測や地下構造の解明等が考えられ

るが、いずれもそれなりの費用がかかることから、検討できないままとなっていた。2012 年 8 月

末、上記 2 つの地区の間に位置する事業所が、スロッシング対策の一つとして地震計を設置した

(図 4 中の●印)。ここでは、当該事業所のご厚意により提供を受けた地震動データを用いて、上

記推察に関する検討を行う。 

観測開始直後、10 月 2 日 7 時 22 分頃、東北地方太平洋沖地震の余震域で、M6.3 の地震（三陸

沖（北緯 39.8 度、東経 143.4 度）、深さ 10km）が発生した。そこでこの地震による長周期帯域の

速度応答スペクトルを比較した（図 7 左）。これによれば、当該タンクのスロッシング固有周期で

ある 10.5 秒付近では約 20％、地震計新規設置地点の方が大きいことが分かる。従って、上述の推

察とは調和的な結果となっている。更に、本原稿作成中の 2012 年 12 月 7 日には三陸沖で M7.4

の地震が発生し（北緯 39 度 50 分、東経 143 度 31 分、深さ 10km：暫定値）、両観測点で良好な

記録が得られたことから、同様の解析を行うと図７(右)となり、この場合も東港の西側が大きい

という同様の結果となった。従って西側のより大きいスロッシング最大波高は、対応する周期 10.5

秒付近の地震動が東側より強いということで説明される。ただし、このことは三陸沖を震源とす

る場合であって、他震源域にあっては成立するか不明であり、今後とも観測を継続実施すること

が必要である。 

図 7 2012 年 10 月 2 日三陸沖の地震（M6.3）及び 12 月 7 日三陸沖の地震（M7.4）での Niigata-E

（東側）に対する地震計新設地（西側）の速度応答スペクトル比 

 

このような非常に狭い範囲での空間変動に加え、広域の伝播特性も興味あるところである。我

が国では 1995 年兵庫県南部地震以降、K-NET 等の稠密な強震観測網が整備されたことから、Mw9

という巨大地震の震源域からのやや長周期の波動の変化を検討できる。 

図 8 は、東北地方太平洋岸から東京湾岸に至る K-NET 観測点での記録に基づく周期 8 秒の速度

応答波形を、時刻を揃えて並べたものである。なお、各波形の振幅はそれぞれの最大振幅で基準

化してある。この図から、大凡宮城県から北側では 2 つの波群、南側では 1 つの波群の伝播が認

められ。更に関東平野内部に入り東京湾に至る測線では、後続の位相が大きく発達し継続時間が

長くなっている。更に、周期 4，6，8 秒の速度応答スペクトル値をプロットすると、距離ととも

に減衰するという一般的に短周期地震動で見られる特徴は持たず、震源からの距離の大きな関東

平野、東京湾岸で大きくなっていることが分かる（図 8 右側）。長周期地震動については、このよ

うに地域・周期によって異なった特徴を示すことをよく理解しておく必要がある。 
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図 8 太平洋岸から東京湾岸までの周期 8秒の速度応答波形（左）と周期 4秒、6秒、8秒の各地

点での最大応答値(右) 

 

4. 東京での長周期地震動の経験的予測に関する検証 

4.1 長周期地震の経験的予測手法 

 Kudo(1989) 3)は、長周期地震動が主に表面波からなるとし、簡単のため Love 波に対するスペク

トルの簡易式を式(1)で与えた。 

 Fc(T)=4.8･10 0.5M－2 exp(－α(T)・ｒ)／ｒ0.5  (T≦Tc)                          (1)  

 logα(T)＝9.11／T－4.26                                                            (2) 

ここで，M は気象庁マグニチュード、ｒは震央距離、T は周期、また Tc はコーナー周期で、次式

で与えられるとされた。 

  logTc＝0.5M－2.42                                                               (3) 

また、(1)式の導出においては、Savege(1972)の震源モデル 4)を仮定し，かつ Love 波に関する正規

モード解 5）を用いるとともに、以下の経験式を用いている。 

 logＭo＝1.5Ｍ＋16                                                      （4） 

 logτ＝0.5Ｍ－3.2                                                       （5） 

 logＬ＝0.5Ｍ－1.8                                                       （6） 

ここで、Mo、τ、L はそれぞれ地震モーメント、食い違いの立ち上がり時間、断層長さである。 

 この方法に基づき、座間(1999)6）は東北日本太平洋沖で起こった過去の大地震に対して予測し

たところ，殆どの場合過小評価する事が分かった。そこで、上式等について検討を行った結果，

M と地震モーメント（Mo)との関係が M≧7 で大きく変わること，式(1)の長周期側の落ち込みを
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規定するカットオフ周期（Tc)と M との関係が観測スペクトル上では成り立たないことがその原

因であることを示した。更に，地震断層パラメータと M との関係についての新たな知見,７,8）に基

づき、座間(2000)9）はこれらの関係を取り込んだ経験式を以下のように導出した。 

海溝型地震に対するスペクトルは，T≦Tc において， 

 Fc(T)=4.8･100.5M-1.5 exp(-α(T)・ｒ)／ｒ0.5 （M≧6.9）                                (7) 

 Fc(T)=4.8･101.25M-6.7 exp(-α(T)・ｒ)／ｒ0.5 （6.2≦M<6.9）                              (8) 

 Fc(T)=4.8･100.5M-2.1 exp(-α(T)・ｒ)／ｒ0.5 （M<6.2）                                 (9) 

内陸地震に対しては， 

 Fc(T)=4.8･100.5M-2exp(-α(T)・ｒ)／ｒ0.5 （M≧6.8）                                   (10) 

 Fc(T)=4.8･100.6M-2.76exp(-α(T)・ｒ)／ｒ0.5（6.4≦M<6.8）                  (11) 

 Fc(T)=4.8･100.9M-4.68exp(-α(T)・ｒ)／ｒ0.5 （M<6.4）                                  (12) 

なお、減衰係数α(T)については，周期にかかわらず平均的な値として掲げられている 0.001km-1 
3)を、T＞Tc に対しては，各々の式に(Tc/T)2を乗ずるとした．この Tc については、苫小牧地域の

やや長周期地震動特性が，地下構造の影響よりも入射波動場で主に支配されるという結果 10)に基

づいて，東北日本の太平洋側の地震の観測スペクトルから読みとったみかけの Tc とＭとの関係 

 logTc＝0.046M＋0.561                                      (13) 

を用いることとしたが、Tc の評価は大きな地震の予測には極めて重要であり、なお検討の余地の

あるものであった。 

 

4.2 東北地方太平洋沖地震の東京での予測 

 過去に東北地方太平洋沖で発生した地震の東京での地震記録から求まるスペクトルと(7)～(9)

式との比の平均を R(T)とすると、この地域に発生する海溝型地震（M≧6.9）に対しては次式で予

測ができる。 

F(T) = R(T)・4.8･10 0.5M - 1.5 exp(-α・r) / r0.5    α=0.001km－1                            （14） 

R(T)については、東北地方太平洋沖を震源とする地震の 1930 年～1987 年に東京(大手町)で観

測された気象庁一倍強震計記録等から求めた。   

図 9 に、2011 年東北地方太平洋沖地震の M9.0、震央距離を(14)式に代入して得られる東京での

予測スペクトルと観測値との比較を示す。（14）式は遠方近似であり、点震源を仮定しているが、

周期 7秒付近及び周期 10 秒以上を除けば観測値は大凡予測値±σに収まっている。周期 7秒付近

の過小評価については今後検討が必要である。周期 10 秒以上での観測値とのかい離については、

(13)式で示した Tc が正しく設定されていないことが示唆されるため、次節で検討する。 

 

4.3 震源スペクトルのスケーリング則に関する検討 

震源スペクトル（ここでは加速度フーリエスペクトル～低減衰速度応答スペクトル）がω-2 モ

デルに従うとすると、それを規定する①長周期帯域のフラットなレベルと②周期の 2乗に逆比例

して落ち始めるカットオフ周期 Tc が重要である。①については、マクロ的には地震モーメント、

立ち上がり時間、断層長さとＭとの経験則を考慮して得られた(14)式から理解できるように、 

100.5Ｍに比例することが期待される。 
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図 9 観測スペクトル（JMA 東京）と予測との比較 

破線は予測の平均±σ 

 

そこで、今回の震源域とその周辺で発生したＭの異なるこれら 3つの大きな地震（1933 年三陸

地震、1978 年宮城県沖地震、2011 年東北地方太平洋沖地震）の東京大手町の記録を取り上げる(図

10)。伝播経路の影響を小さくして、この関係をみるために、各地震間のスペクトル比（2011/1978、

1933/1978、2011/1933）をとって比較した（図 11）。なお、1933 年三陸地震のＭについては、7.9

（風神・他,2003）11）、8.1（気象庁）、8.4（Kanamori, 1977）12）があるのでそれぞれ示してある。

これによれば、2011/1978 は周期 3から 6秒付近でＭの違いから期待される比率(6.3)でほぼ近似

できる。2011/1933 および 1933/1978 については、周期数秒では 1933 年三陸地震のＭを 7.9 とし

た場合が最も観測スペクトル比に近い。   

②のカットオフ周期については、各スペクト比が周期の２乗で増大し始める周期を Tc（みかけ）

とすると、 

logTc＝0.5M－2.96                                （15） 

この値は従来の関係式と比べて小さな Tc を与えるので、予測精度に与える影響が大きいと思わ

れる。因みに、式(3)、(13)および上述の Tc を用いた時の式（14）を用いた時の M7.4、M9.0 地震

の予測スペクトルの比を求めると、図 12 となって Tc 以上の周期では前 2者は実際とは大きくか

い離することが分かる。ただし、ここでの議論は、東北地方太平洋沖を震源とする大地震のみか

けの Tc についてであり、マグニチュードが７程度より小さな地震、他の震源域の地震、他観測点

で成り立つか不明であり、今後の継続的検討が望まれる。 

                              

5. 緊急地震速報を用いた石油タンクのスロッシング評価システム 

石油タンクのスロッシング被害の軽減を図るための方策としては、浮屋根の耐震強度向上等の

予防的方法と併せ、応急対応を効率的に行うことによって、被害を極小化することが考えられる。

実際、1983 年日本海中部地震直後に出された通達 13）では、「自衛消防体制の整備、消火設備の維

持管理の一層の徹底を図る。本震による出火がない場合でも余震に備えて消火設備の起動試験、

化学消防自動車の出動準備等の措置をとる。地震によっては溢流が避けられないことがあること
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図 10 1933 年三陸地震(上段)、1978 年宮城県沖地震(中段)、2011 年東北地方太平洋沖地震(下

段)の東京（大手町）での加速度記録 

 

図 11 1933 年三陸地震、1978 年宮城県沖地震、2011 年東北地方太平洋沖地震間のスペクトル

比と式（14）に基づくスペクトル比 

太破線はカットオフ周期以上の周期での各スペクトル比を T２で近似したもの 

 

図 12 M7.4 地震と M9.0 地震に対する Tc の定義の違いによる予測スペクトル 
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から、引火防止、溢流危険物の拡散防止等を図るための可燃性蒸気の濃度測定、泡放射による流

出油面の被覆、土嚢積み等の措置を直ちに講ずること」が挙げられている。2003 年十勝沖地震後

においては、「効率的なパトロールの実施、職員の非常参集、人員、資器材の効率的運用等」も掲

げられた 14）。 

このような措置をできるだけ迅速・的確に行うためには、まず地震直後にどのタンクでどのよ

うな被害が発生し得るのかを即時的に判断し、それに基づいた効率的な点検、対応を行うことが

重要である。この目的のために、地震動観測記録に基づくリアルタイムシステムが構築されてき

ている 15,16）｡しかし、地震記録が得られた後での情報周知には通信の輻輳による遅延が考えられ

る。より確実な周知のためには、大地震直後に懸念される通信の輻輳が始まる前のより早い段階

で情報受発信できることが望ましいことから、2007 年から運用が開始された緊急地震速報を用い

たスロッシング評価システムを構築してきた 17）。ここでは、東北地方太平洋沖地震を対象にそ

の有用性に関する検証を行う。 

 

5.1 石油タンクのスロッシングによる被害予測 

 スロッシングによる被害として 2003 年十勝沖地震で認められた 2 つのタンク火災のうち、最初

の火災については、浮き屋根が大きく揺動し、側板トップよりも高い所に設置された観測小屋等

の施設に衝突したことが原因とされている 18）。従って、スロッシングの最大波高が重要な情報と

なる。最大波高η (1)
max は近似的に以下の速度応答スペクトル法で与えることができる。 

Sv
Tg

R

s1

max
)1( 2837.0 πη ⋅⋅=                             (16) 







=

R

H

g

R
T L

s

841.1coth
841.1

21 π                          (17) 

ここで、Sv、Ts1、R、HL、g はそれぞれ速度応答スペクトル、スロッシング 1 次固有周期、タン

ク半径、液高、重力加速度である。上式から分るように、最大波高の算出にはタンクの諸元（タ

ンク直径、液高）と速度応答スペクトル Sv が与えられればよい。 

 2 つ目のタンク火災は、大きな揺動により過大な力が浮き室(ポンツーン)に加わり、ポンツーン

の一部が破断し、大量のナフサが浮き屋根上に流出したため、浮き屋根が沈没したことが遠因と

なっている 18)。スロッシングによりポンツーンにかかる応力の算出については消防法 19)に与えら

れている。ここでは紙数の関係から省略するが、ポンツーンに働く応力は、タンク諸元（ポンツ

ーン諸元、タンク直径、液高）と速度応答スペクトル Sv が与えられれば算出でき、ポンツーンが

損傷するか否かの判断が可能となる。 

 一方、忘れてならない被害として、内容液の溢流が挙げられる。特に最初の火災においては、

溢流した原油がタンクヤード内で燃え、タンク付属の消火設備が焼損したため、その後の消火活

動に多大な影響を及ぼした。溢流の有無は最大波高から判断できるが、問題はその量である。溢

流量の算出については、西・他（2008）20)が直径 7.6m（容量約 300kl）の浮き屋根式の大規模模

型タンクを用いて実験式を導出し、1964 年新潟地震等での実際の溢流量との比較を行い、その妥

当性を示している。この実験式も速度応答スぺクトル Sv が与えられれば算出できる。 

従って、スロッシング最大波高、ポンツーン被害、溢流量の予測に関しては、速度応答スペク

トル Sv を予測できればよいことになる。 
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5.2 システム化 

前述の長周期地震動の経験的予測手法、5.1 で示したスロッシング被害予測手法およびインター

ネット配信された緊急地震速報を用いて、種々の演算を行った結果をメール配信できるシステム

を市販の手のひらサイズの Linux サーバー（OpenBlockS 600）で構築し(図 13)、その適用性を検

討した 21）。このサーバーの CPU クロックは 600MHｚ、１GB メモリを搭載しており、12 基のタ

ンクを対象としたスペクトル評価、溢流危険度評価、浮き屋根損傷度評価を、地震情報の取得後

0.4 秒以下という短時間で行うことができる。危険度評価結果の表示例を図 14 に示す。 

 

図 13 緊急地震速報に基づくスロッシング被害予測、配信システム 21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 スロッシング被害予測の出力例 21） 

 

5.3 東北地方太平洋沖地震での検証 

上記システムに対し、六ヶ所、男鹿、大分において受信された緊急地震速報の情報を入力し、

システムの有用性についての検証を行った。緊急地震速報の最終報は地震発生の約 2 分後、14 時

48 分 37.0 秒に発表され、地震規模は M8.1 であった。震源位置と地震規模の情報を本システムに

入力した結果を表 1 に示す。観測値と比較すると過小評価となってはいるが、地震発生後極めて

早い段階でおよそ（この場合は対応の必要性は低い）を把握することができるため、初動体制の

確立に寄与できるものと期待される。 
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表 1 六ヶ所、男鹿、大分での緊急地震速報を用いたスロッシング最大高さの予測と測定値 21） 

 
 

6. おわりに 

 2011 年東北地方太平洋沖地震による石油タンクのスロッシング被害の説明と長周期地震動特

性の予測精度向上、緊急地震速報を用いたスロッシング被害予測システムについての検討結果を

示した。特に、今後の発生が危惧されている南海トラフ沿いの M8 クラスの地震でも今回の地震

動以上になることも考えられる 22)ことから、今後の更なる地震動予測に関する検討とスロッシン

グ対策の一層の充実が望まれる。 
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石油コンビナート等の防災対策

総務省消防庁 特殊災害室長 渡辺剛英

・液化石油ガスの貯蔵施設で
火災及び爆発が発生し、近
隣の製造所等へ延焼

・１地区（１市）の住民に対し
避難勧告、１，１４２名が避難

東日本大震災における石油コンビナートの主な被害東日本大震災における石油コンビナートの主な被害

仙台地区
(火災・漏洩)

京葉臨海中部地区

(火災)

・津波後に発生した火災により
屋外タンク貯蔵所等が焼損

・複数の特定事業所の屋外タ
ンク貯蔵所付属配管等が破損
し、石油が流出

・２ｋｍ圏内（２市１町）の住民に
対し避難指示、１市は津波によ

り既に避難中、１町は３千人
（推定）が避難、１市は居住者無
し。

久慈地区
(漏洩)

・津波により屋外タンク貯蔵所
等が破損、石油が流出

・地上設備（危険物施設、特定
防災施設等）の多くが津波に
より破損

酒田地区
(破損)

京浜臨海地区
(漏洩)

・内部浮きぶた付き屋外貯
蔵タンクの内部浮きぶたの
破損

・浮き屋根式屋外タンクの浮
き屋根の沈降等

鹿島臨海地区
(火災)

・可燃性ガス施設（ガスホル
ダー）の火災等

いわき地区
(破損)

・屋外貯蔵タンクの不等沈下等

１
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●被害の大きかった施設の実態調査の紹介
●調査方針、調査方法等の検討

詳細な実態調査
●アンケート調査（これにより実地調査の対象を絞り込む）
●実地調査（消防庁、消防研究センター、KHK）
●原因調査、原因究明

第1回検討会

●実態調査のとりまとめ
●危険物施設、コンビナート施設の課題の抽出

第2回検討会

4月中

5月17日

5月下旬
～

8月下旬

9月29日

被害が大きかった施設の実態調査
●実地調査（消防庁、消防研究センター、KHK）

東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方に係る検討会

●危険物施設（タンク以
外）の課題の検討
●対策の検討

分科会１

●危険物施設（タンク）
の課題の検討
●対策の検討

分科会2

●石油コンビナート施設
の課題の検討
●対策の検討

分科会3

・
・
・

・
・
・

・
・
・

●危険物施設、石油コンビナート施設の対策に対する提言のとりま
とめ

第3回検討会

12月9日

（総務省消防庁）

２

震度５弱以上又は津波観測値が２．０ｍ以上であった特別防災区域内に存する２４９事業所に対して行った特定防災
施設等の被害状況等についての調査及び特定事業者に対して行った聞き取り等の結果をもとに、石油コンビナート施
設について被害状況を取りまとめた。

注）１ 設置事業所数は、消防庁の実態調査による数値（平成２２年４月１日現在）である。
２ 被害原因の「津波」は、地震・津波（地震及び津波、地震又は津波）による被害を含む。

３ 施設等区分の「非常通報設備」の被害事業所数には「輻輳」による被害は含んでいない。

（特定防災施設等の被害状況）

地震により流出油等防止堤の目地が切れた事例、津波により崩落や基礎に空洞が発生した事例があった。流
出油等防止堤内に石油や海水が滞留した事例があったが、流出油等防止堤外に石油が漏えいしたものはなかっ
た。

地震により消火栓が損壊した事例、津波により消火栓が損壊、加圧送水設備が冠水した事例があり、火災発
生時に使用できなかったものがあった。

地震による断線や電源断となった事例、津波による断線や無線機が冠水した事例、通信回線に輻輳が発生し
た事例があった。通信回線に輻輳が発生した事業所は、67事業所であった。これらの事例で、消防機関への通
報が遅れたものがあった。

１．流出油等防止堤

２．消火用屋外給水施設

３．非常通報設備

（特定防災施設等の被害状況）

施設等区分
設置

事業所数

被害

事業所数
被害原因

地震 津波
流出油等防止堤 ４６ １０ ７ ３
消火用屋外給水施設 １７９ ３３ １７ １６
非常通報設備 ２４９ ３９ ２２ １７

石油コンビナート施設の被害状況等

３
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（防災資機材等の被害状況）

被害を受けた10台全てが津波による被害で使用不能となっており、火災発生
時に使用できなかった事例があった。被害を受けた車両としては、大型化学消
防車・大型高所放水車・泡原液搬送車が各２台、甲種普通化学消防車が４台と
なっている。

１．消防車両

オイルフェンス展張船等の船舶、オイルフェンス、耐熱服及び空気・酸
素呼吸器等に津波による流出や水没等の被害が発生している。

（構内通路の被害状況）

地震により陥没や崩落等が発生した事例や津波により土砂堆積や障害物堆積等の事例があり、消火活動の
障害となったものがあった。

（自衛防災組織等の活動）

屋外タンク貯蔵所の浮き屋根の沈降が疑われた事案と高圧ガス施設の火災・爆発事案に対して大容量泡放
射システムが出動した。
大容量泡放射システムを搬送する車両の確保や通信網の輻輳による車両の手配や防災要員の確保のための

連絡が困難であった。道路渋滞が発生し計画より搬送に時間を必要とした。

地震発生後、大津波警報が発令されたため、事業所内の状況調査を中断した事例、従業員及び消防車両を
高台へ避難させた事例があった。

１．大容量泡放射システム

２．その他の防災資機材等

２．応急措置

（消防車両の被害状況）

（その他の防災資機材等の被害状況）

区分 総数 被害車両数

消防車両 ２０８ １０

船舶 ４９ １１

防災資機材等区分 被害事業所数

オイルフェンス １６

その他 ６

注：消防車両、船舶及びその他防災資機材等の被
害は津波による被害のみ発生している。
オイルフェンスは、地震による被害が１事業所、
津波（地震・津波による被害を含む）による被害
が１５事業所で発生している。

石油コンビナート施設の被害状況等

施設等区分
設置

事業所数

被害

事業所数

被害原因

地震 津波

構内通路 ２４８ ６９ ５１ １８

注）被害原因の「津波」は、地震・津波（地
震及び津波、地震又は津波）による被害を
含む。

４

１ 特定防災施設等及び防災資機材等
地震・津波の発生頻度に応じた特定防災施設等及び防災資機材等の地震・津波対策について取りまとめら

れた。
（１）地震

ア 発生頻度が高い地震
機能が維持されること。ただし、応急措置により直ちに機能を回復できるのであれば、軽微な損傷の

発生はさしつかえない。
イ 甚大な被害をもたらす発生頻度が低い地震

応急措置又は代替措置により、機能を速やかに回復することができるように計画を策定する。
（２）津波

ア 発生頻度の高い津波
直ちに復旧できるようにするために、浸水対策を講ずるとともに、応急措置の準備を行う。

イ 発生頻度は低いものの甚大な被害をもたらす津波（最大クラスの津波）
応急措置又は代替措置により、機能を速やかに回復することができるように計画を策定する。

○ これらを踏まえ、平成２４年３月に関係道府県あて通知を発出した。
「特定防災施設等及び防災資機材等に係る地震対策及び津波対策の推進について（通知）」
（平成２４年３月３０日 消防特第６３号）

２ 自衛防災組織等
（１）大容量泡放射システム 大容量泡放射システム運搬車両の確保や運搬経路の複数化等の検討すべき事

項を整理し、今後検討
（２）自衛防災組織等の活動 地震発生時、津波警報発令時及び津波襲来後の活動について他の防災組織等

との連携等の検討すべき事項を整理し、今後検討
（３）周辺住民の避難 避難対象区域の設定方法等の検討すべき事項を整理し、今後検討

石油コンビナート施設等における地震・津波被害を踏まえた地震・津波対策のあり方

５
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特定防災施設等の被害状況
地震及び津波により特定防災施設や防災資機材にも被害があった。

津波により破損した消火用屋外給水施設

消防研究センター

消防研究センター

消失した消防用ポンプ設備

仙台市消防局

津波により崩落した流出油等防止堤

６

防災資機材等の被害状況
事業所提供 消防研究センター

事業所提供 消防研究センター

７

津波により破損した化学消防車

津波により陸上に打ち揚げられた油回収船

津波により破損したオイルフェンス

津波により転覆したオイルフェンス展張船
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（出典） 国土交通省ホームページ掲載「第３回コンビナート港湾における地震・津波対策検討会議の概要について」の概要より http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk7_000012.html

コンビナート港湾における地震・津波対策検討会議（国土交通省、経済産業省共同開催）

８

コンビナート港湾における地震・津波対策について（抜粋）

２．コンビナート港湾における地震・津波対策に関する基本的考え方（総務省消防庁、経済産業省部分抜粋）

３．今後取り組むべきコンビナート港湾における主な地震・津波対策（総務省消防庁、経済産業省部分抜粋）

コンビナート港湾における大規模な石油タンク等については、液状化対策も含めた耐震対策は概ね完了しており、

既知の地震動による石油等の大規模な流出の危険性は極めて低い。一方、耐震対策が未了の施設も残ることか

ら、早期改修を進めるとともに、予防規程等の充実など津波対策を推進していく必要がある。

また、高圧ガス施設等については、東日本大震災において、球形貯槽の脚部の筋交いに損傷を受けたため、球

形貯槽の脚部の筋交いについて耐震設計基準を見直す必要がある。それ以外に新たな義務づけを必要とする事

故、損傷はなかった。また、事業者における既存設備の耐震設計基準等への適合状況の確認を進める必要があ

る。津波対策としては高圧ガス設備を安全に維持できる状態にするための機能を義務づける必要がある。また、事

業者は設備の破損等の想定を行い、被害低減策の実施のほか、自治体に提示し、地域の津波対策に反映する必

要がある。

・事業者による危険物タンク、高圧ガス施設等の耐震性・耐津波性向上

・従業員の避難対策や復旧のためのコンビナート周辺の道路や避難施設の確保

（出典） 国土交通省ホームページ掲載「第３回コンビナート港湾における地震・津波対策検討会議の概要について」の資料－１より抜粋
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk7_000012.html

東日本大震災を踏まえた課題と現状

コンビナート港湾における地震・津波対策検討会議
（国土交通省、経済産業省共同開催）

９

第16回消防防災研究講演会資料（平成25年2月）

- 57 -



大規模な石油タンクの地震・津波対策等

【地震対策】

東日本大震災における屋外貯蔵タンクの津波被害分析結果を踏
まえ、津波に対して危険物施設で講ずべき応急措置を予防規程に
定めることを要求。（詳細は津波被害シミュレーションで検証）
●津波浸水深が3m未満（津波高が約6m未満）
⇒タンク本体・付属配管ともに被害は無いと想定

●津波浸水深が3m以上（津波高が約6m～10m）
⇒タンク付属配管が被災する可能性があることから、危険物
の流出防止措置を要求

●津波浸水深が5～7m以上（津波高が約10m以上）
⇒タンク本体・配管に被害が発生する可能性有

１ 引き続き屋外タンク貯蔵所の地震対策に取り組むことが必要。

２ 津波対策を推進することが必要。

満潮位

タンク

地盤
護
岸

津
波
高

タンク基礎

タンク
防油堤

津波浸水深＝5～7m⇒津波高が概ね10m以上

津波浸水深＝3m⇒津波高が概ね6m以上

約6m未満で
は被害無

津波高10m

概
ね

2m

概
ね

2m

津波高6m

配管被害有

津波被害無

タンク被害有

津波浸水深3m

津波浸水深5～7m

津波高と津波浸水深との関係は、タンク設置位置の標高や基礎高さで変わることに留意する必要がある

石油タンクの耐震基準が策定された昭和52年以降に設置された
屋外タンク貯蔵所のみならず、それ以前に設置された屋外タンク
貯蔵所にも次の対策を要求。

○液状化対策を講じた屋外貯蔵タンクの堅固な基礎地盤の設計・
施工

○屋外貯蔵タンクからの万が一の危険物流出に備えた防油堤の
設置

GL
20
m

タンク

地盤

タンク本体
の耐震対策

防油堤の設置による
危険物流出防止対策

液面低下による
溢流防止対策

地盤の液状化対策

【津波対策】

【東日本大震災における被害状況】

東日本大震災では、右表のとおり調査対象危険物施設211,877の約1.6％（3,341
施設）で何らかの被害が発生した（被害の93％は「火災」及び「流出」を伴わない
破損等）。
なお、屋外タンク貯蔵所では、調査対象施設26,572の約3.2％（841施設）で何ら
かの被害が発生した（被害の85％は「火災」及び「流出」を伴わない破損等） 。

【今後の課題】

※ 全て宮城県内の同一事業所で発生

○屋外貯蔵タンクの地盤条件やタンク特性に応じたタンク本体の
耐震設計

○スロッシングの影響による溢流防止を考慮した液面高さ制限の
設定

（既知の地震動に対し現行基準は概ね妥当と評価）

（総務省消防庁）

１０

高圧ガス施設等の地震対策・津波対策

津波対策

地震対策
東日本大震災では、球形貯槽の脚部の筋交いに損傷を受けた。それ以外に、新たな義務づけを必要とする事故、損傷は無かったこと
から以下の対策を行う。
・球形貯槽の脚部の筋交いの耐震設計基準の見直し、補強の方法の検討
・既存設備の耐震設計基準等への適合状況について、事業者は、確認及び有価証券報告書等による公表。自治体及び国による
フォローアップ

・事業者による液状化のリスク調査と対策実施の推進
・地震調査研究推進本部等の地震動予測地図の改訂に併せ、地域係数等の見直しを検討 等

（例）貯槽の筋交いの耐震基準の見直し

東日本大震災では、浸水深に応じ、貯槽等の倒壊、転倒及び高圧ガス設備の流出など重大な事象の発生件数が多くなる傾向があり、
１ｍ未満の浸水深でも緊急遮断装置、計装設備等の破損、不具合により想定される被害のリスクが大きい事象が発生したことから以下
の対策を行う。

・高圧ガス設備の安全な停止、高圧ガスの封じ込め、ガスの廃棄などにより、津波到達までの間に高圧ガス設備を安全に維持できる
状態にするための機能を持たせることを義務づけ。
・事業者は、設備の破損・流出による被害を想定し、被害低減策の実施のほか、自治体に提示し、地域の津波対策に反映
・事業者は、事業所内の人命を保護するための対策(情報伝達、避難方法等のルール化、定期的な訓練）を実施
・設備が波力、浮力及び漂流物により受ける影響を評価するための手法を新たに検討 等

○地震対策として、球形貯槽の脚部の筋交いの耐震設計基準の見直しや補強の方法を検討する。既存設備の耐震設計
基準等の適合状況について、事業者は確認及び有価証券報告書等による公表を行う。液状化によるリスク調査、対策
も実施する。

○津波対策として、高圧ガス設備の安全な停止等により設備を安全に維持できる状態にするための機能を持たせること
を義務づける。事業者は設備の破損・流出による被害を想定し、被害低減策を実施するほか、自治体に提示すること
等を危害予防規程に基づき規定する。自治体は、想定を地域の津波対策に反映させる。

（経済産業省）

１１
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石油コンビナート等災害防止法の概要（１）
～石油コンビナート等の防災対策～

○石油コンビナート等特別防災区域（法２条）
大量の石油や高圧ガスが取り扱われている区域を政令で指定
（３３道府県、８５区域）

石油コンビナートなど、大量の石油や高圧ガスが取り扱われている区域は、石油コンビナート等災害防止法
により、都道府県・市町村・特定事業者が相互に協力・連携する総合的な防災体制が確立されている。

○特定事業所

第1種事業所（３８０事業所）
大量の石油又は高圧ガスを取り扱う事業所

レイアウト事業所（１８４事業所）
第1種事業所のうち石油と高圧ガスを取り扱う事業所

第2種事業所
（３２８事業所）

一定量以上の石油
又は高圧ガス等を取
り扱う事業所

○総合的な防災体制

防災対策に関する石油コンビナート等防災計画を作成（法３１条）
 本部長：都道府県知事
 本部員：特定地方行政機関の長、市町村長・消防機関の長、特定事業所の代表者等

災害時に緊急に統一的な防災活動を
実施する必要があるときに設置

現地本部長：本部長が指名する者
現地本部員：本部長が指名する者

石油コンビナート等防災本部（法２７条）

石油コンビナート等
現地防災本部（法２９条）

＜石油コンビナート等防災計画の内容＞
・関係機関等の防災に関する組織の整備及び防災に関する事務
・特定事業所及びその他の関係機関等の職員への防災教育及び防災訓練に関する事項
・防災のための施設、設備、機械器具、資材の設置、維持、備蓄、輸送等に関する事項
・災害の想定に関する事項
・災害が発生した場合等における情報の収集及び伝達並びに広報に関する事項
・災害に対する応急措置の実施に関する事項
・災害時における避難、交通の規制、警戒区域の設定等に関する事項 等

石油コンビナート等
災害防止法

消防法など他の法律による
規制・義務のほか、本法律に
よる規制・義務が課せられる

特定事業所

高圧ガス
保安法

消防法

石油の貯蔵・取扱量

１，０００ｋｌ
+高圧ガスの処理量

２０万݉３
+⋯ ≥ １

※ 都道府県数、区域数、事業所数は、
平成２４年４月１日現在である。

（区域の主な考え方）
石油の貯蔵・取扱量

１０万ｋｌ
+高圧ガスの処理量

２，０００万３ ≥ １

石油の貯蔵・取扱量

１万ｋｌ
+高圧ガスの処理量

２００万݉３
≥ １

１２

特定事業者の義務 レイアウト規制

大量の石油と高圧ガスを取り扱う第１種事業所
に対する災害の拡大を防止するための規制

（法５条、７条）
＜主な内容＞
 用途に応じた施設の配置及び面積の制限
 基準に応じた通路の幅員の確保
 通路を横断する配管の高さ制限
 消防隊が活動するための空地の確保 等

○特定防災施設等
の設置（法１５条）

 流出油等防止堤
 消火用屋外給水

施設
 非常通報設備

災害の拡大防止
のために設置

＜共同防災組織＞（法１９条）
一の特別防災区域内に所在する特定事業所は、業務の一部

を行わせるため共同防災組織を設置することができる。

＜広域共同防災組織＞（法１９条の２）
二つ以上の特別防災区域にわたる区域であって、政令で定め

るもの（※１）においては、特定事業所の自衛防災組織の業務の
うち政令で定めるもの（※２）を行わせるための広域的な共同防
災組織を設置することができる。
(※１)現在１２地区が指定
(※２)大容量泡放射システムに関する業務

石油コンビナート等災害防止法の概要（２）
～特別防災区域内の特定事業者の義務～

○自衛防災組織の設置（法１６条）

防災管理者の選任
→自衛防災組織の統括

防災規程の策定
→防災業務に関する事項

防災要員の配置
→配備する防災資機材に必要な人数
を配置

防災資機材の配備
→取り扱う石油類の種類・量に応じた
化学車等の配備

災害の発生又は拡大を防止
するために必要な業務を実施

特定事業者は、特定事業所における災害の発生及び拡大の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、特別防災区
域内の災害の拡大の防止に関し、他の事業者と協力し、相互に一体となって必要な措置を講ずる責務を有する。

○異常現象の通報
（法２３条）

特定事業所毎に行う。

○災害応急措置
（法２４条）

（レイアウトのイメージ）
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自衛防災組織に備えなければならない
防災資機材（法１６条）
①化学消防車等

貯蔵施設地区

その他施設地区

※左の車両から
泡原液搬送車、大型化学消防車、大型高所放水車

※直径３４ｍ以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンク
がある特定事業所 （政令１３条）

※広域共同防災組織 （政令２２条２項）

石油コンビナート等災害防止法の概要（３）
～特定事業者における防災対策のイメージ～

※オイルフェンス（政令１７条）
（石油の貯蔵・取扱量）
百万ＫＬ以上 長さ２１６０ｍ
十万ＫＬ以上百万ＫＬ未満 長さ１６２０ｍ
一万ＫＬ以上十万ＫＬ未満 長さ１０８０ｍ

※油回収船（政令１８条）
百万ＫＬ以上の場合は備え付けが必要

※「仕切堤」は容量１万ＫＬ以上のタンクの周囲に設置、「防油堤」はタンク区画ごとに設置、
「防止堤」は防油堤のすべてを囲むように設置

自衛防災組織に備えなければならない
防災資機材（法１６条）
②オイルフェンス

流出油等防止堤（容量１万ＫＬ以上）
（特定防災施設等 法１５条）＜流出油等防止堤の断面イメージ＞

消火用屋外給水施設
（特定防災施設等 法１５条）
※ （Ａ＋Ｂ）×１２０分継続放水できる量の水の供給能力
Ａ：自衛防災組織の大型化学消防車等の放水能力の合計
Ｂ：当該大型化学消防車等のうち最大のものの放水能力

屋外給水設備に
消防車のホース
を接続

用
水
池
又
は
海○大容量泡放射砲

○ポンプ・混合装置

○泡原液
○泡原液搬送材

＜大容量泡放射システム＞

○遠距離送水システム

ホース展開

運搬

放水

１４

平成24年4月1日現在、石油コンビナート等災害防
止法に基づき、33道府県104市町村において、一定

量以上の石油又は高圧ガスを大量に集積している
85地区が特別防災区域に指定されている。

石油コンビナート等特別防災区域

※表の番号は「石油コンビナート等特別防災区域を
指定する政令」（昭和51年政令第192号）別表による。

１５

第16回消防防災研究講演会資料（平成25年2月）

- 60 -



石油コンビナート等防災体制検討会

１ 背景・目的
昨年開催された「東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方に係る検討

会」において、大容量泡放射システム、自衛防災組織等の活動、石油コンビナート周辺住民の避難
について、今後検討を行うこととされたところです。
また、昨今の石油コンビナートでの災害では、爆発や火災により、当該事業所外に被害が及ぶ事

案も発生しております。
このような状況を踏まえ、石油コンビナートにおける事業者の自衛防災体制、関係地方公共団体

における防災体制、周辺住民の安心・安全確保のあり方等について検討するため、有識者等による
検討会を開催しているところです。

２ 主な検討内容
（１）石油コンビナート等防災本部における情報把握のあり方
（２）地震及び津波発生時の自衛防災組織等の活動のあり方

（大容量泡放射システムの運用、緊急停止や防災活動を行う従業者の安全管理等）
（３）災害発生時の事業所内及び異なる事業所間の情報伝達、応急対策のあり方
（４）関係市町村における周辺住民への災害情報伝達、避難誘導のあり方
（５）コンビナート周辺の社会的に重要な施設への災害情報伝達、影響防止のあり方

３ 第１回、第２回検討会の開催
第１回（７月１２日）は、検討の進め方、最近の主な事故事例等について、第２回（９月１１

日）は、県及び消防本部の事例発表、石油コンビナート防災の枠組みと検討課題について議論が行
われました。

４ 今後の検討スケジュール
本検討会は、今年度中に計４回程度開催し、検討結果を取りまとめる予定です。

（総務省消防庁）

１６

座 長 小 林 恭 一 東京理科大学大学院 国際火災科学研究科教授

座長代理 中 村 功 東洋大学 社会学部メディアコミュニケーション学科 教授

委 員 浅 本 邦 裕 （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 石油備蓄部環境安全課 担当調査役

阿 部 則 章 和歌山県 総務部 危機管理局 消防保安課 課長

石 井 俊 昭 石油連盟 環境安全委員会 安全専門委員会 消防・防災部会長

伊 藤 英 男 危険物保安技術協会 事故防止調査研修センター長

岩 岡 覚 電気事業連合会 工務部 副部長

越 谷 成 一 川崎市消防局 予防部 危険物課 課長

白 木 邦 治 （社）日本鉄鋼連盟 防災委員会委員

白 井 繁 光 千葉県防災危機管理部 消防課 課長

塚 目 孝 裕 消防研究センター 特殊災害研究室 室長

土 井 純 二 （社）日本ガス協会 技術部 製造技術グループマネジャー

中 野 恵 山口県 総務部 防災危機管理課 課長

村 上 ひ と み 山口大学大学院 理工学研究科 准教授

森 秀 信 北九州市消防局 予防部指導課 課長

吉 田 一 史 石油化学工業協会 消防防災専門委員長

オブザーバー 菅 原 賢 内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官（調査・企画担当）付 参事官補佐（直下型地震対策担当）

村 上 恭 司 文部科学省 科学技術・学術政策局 原子力安全課 原子力規制室 統括原子力保安検査官

佐 々 木 正 大 厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 室長補佐

野 村 秀 徳 経済産業省 製造産業局 化学課 課長補佐

沼 舘 建 経済産業省 資源エネルギー庁 石油精製備蓄課 課長補佐

福 原 和 邦 経済産業省 商務流通保安グループ 保安課 高圧ガス保安室コンビナート保安班長

平 井 洋 次 国土交通省 港湾局 海岸・防災課 津波対策企画調整官

石 上 幾 久 夫 海上保安庁 警備救難部 環境防災課 専門官

石油コンビナート等防災体制検討会 委員名簿 （敬称略）
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石油コンビナート等における災害時の影響評価等に係る調査研究会

１ 背景・目的
東日本大震災等における石油コンビナートの事故や被災状況を踏まえ、石油コンビナートの

被害予測等について技術的な検討を行うため、有識者等による調査研究会を開催しているとこ
ろです。

２ 主な検討内容
（１）関係道府県の石油コンビナート等防災計画での災害想定に活用されている防災アセスメン

ト指針について、東日本大震災を踏まえた見直し。また、想定される災害の影響範囲、地域
の人口や交通事情等を踏まえた避難計画策定の考え方

（２）特定事業所に設置が義務付けられている特定防災施設等及び防災資機材等が地震動等によ
り受ける影響に係る評価方法。また、影響評価を踏まえた当該施設・資機材の被害防止及び
影響軽減の方法

（３）上記（１）及び（２）の実効性を担保する方策

３ 第１回研究会の開催
７月１０日に第１回、９月１９日に第２回研究会を開催しました。これまでの会議において、

検討の進め方、防災アセスメント指針の見直しのための調査計画、特定防災施設等が地震動等
により受ける影響に係る評価方法のための調査計画、特定防災施設の技術基準の検討について
議論が行われました。

４ 今後の検討スケジュール
本研究会は、今年度中に計４回程度開催し、検討結果を取りまとめる予定です。

（総務省消防庁）

１８

座 長 大 谷 英 雄 横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授

座長代理 佐 藤 愼 司 東京大学大学院 工学系研究科 教授

委 員 石 井 俊 昭 石油連盟 環境安全委員会 安全専門委員会 消防・防災部会長

市 川 芳 隆 四日市市消防本部 予防保安課 課長

伊 藤 英 男 危険物保安技術協会 事故防止調査研修センター長

岩 岡 覚 電気事業連合会 工務部 副部長

尾 川 文 彦 大阪府 政策企画部 危機管理室 保安対策課 課長

加 藤 洋 神奈川県 安全防災局 危機管理部 工業保安課 課長

越 谷 成 一 川崎市消防局 予防部 危険物課 課長

座 間 信 作 消防研究センター 火災災害調査部 部長

髙 橋 伸 夫 宮城県 総務部 消防課 課長

土 井 純 二 （社）日本ガス協会 技術部 製造技術グループマネジャー

長 尾 賢 治 （財）エンジニアリング協会安全法規部会委員・テーマ分科会長

福 島 啓 介 （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 石油備蓄部基地管理課 担当調査役

水 内 千 明 （社）日本鉄鋼連盟 防災委員会委員

吉 田 一 史 石油化学工業協会 消防防災専門委員長

関係行政機関 福 原 和 邦
経済産業省 商務流通保安グループ 保安課 高圧ガス保安室
コンビナート保安班長

石油コンビナート等における災害時の影響評価等に係る調査研究会

（敬称略）
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東日本大震災に関連して発生した火災に関するアンケート調査の経過報告 

 

消防研究センター 鈴木恵子 

消防研究センター 田村裕之 

 

 

 

 

 

－おことわり－ 

ここに掲載されている資料は、著者の意向によりインターネット上では公開しておりません。 

閲覧を希望される方は消防研究センターまでお問い合わせください。 
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震災廃棄物の自然発火 

 

消防研究センター 岩田雄策 

 

 

1. はじめに 

東日本大震災後に発生した有機系廃棄物を含む震災廃棄物の堆積場から蓄熱発火し火災となっ

た事例がある。このような堆積場の火災は一旦発生した場合、広範囲で燃焼することから消火が

困難であり、煙や有害物質等による環境被害も大きい。そのため、震災廃棄物に対する熱的危険

性を把握しておくことが火災予防上重要である。 

しかしながら、蓄熱発火による火災の初期段階の発熱は非常に微少であることから蓄熱発火の

危険性を適正に評価することは困難である。そのため、蓄熱による自然発火の火災危険性を調べ

るためには高感度熱量計を用いて微少な発熱を捉えることが必要となってくる。本報告では有機

系廃棄物について自然発火に関する熱分析手法とともに、測定結果を基に発火の温度条件および

メカニズムについて解説し、類似火災の予防のための情報提供を行う。 

 

2. 火災事例 

名取市における震災廃棄物の蓄熱による自然発火が原因で火災となった事例について、その一

例をまとめた。図 1 に名取市閖上（ゆりあげ）の火災現場の写真を示す。この他、石巻市等でも

同様な火災が発生したことが報告されている。 

2.1 火災事例 1 

発生日時：2011 年 9 月 16 日(金) 午前 7 時 39 分 

場所：宮城県名取市閖上字東須加地内 東須加地区第一次仮置場西側 (未分類の瓦礫山より出

火) 

鎮火時間：2011 年 9 月 20 日 午後 4 時 40 分 

燃焼面積：幅 40m 奥行き 30m 高さ 15m 

燃焼量：約 18000m3 

燃焼面積：約 1200m2 

2.2 火災事例 2 

発生日時：2011 年 9 月 19 日(月) 午前 3 時 6

分 

場所：宮城県名取市閖上字東須加地内  東須

加地区第一次仮置場東側(未分類の瓦礫山より

出火) 

鎮火時間：2011 年 9 月 22 日 午後 12 時 26 分 

燃焼面積：幅 30m 奥行き 10m 高さ 10m 

燃焼量：約 3000m3 図 1 名取市閖上の火災現場の写真 

第16回消防防災研究講演会資料（平成25年2月）

- 71 -



燃焼面積：約 300m2 

2.3 火災事例 3 

発生日時：2011 年 9 月 22 日(月) 午前 5 時 59 分 

場所：宮城県名取市小塚原字西土手外地内  小塚原地区第一次仮置場 (廃畳類を集積した瓦礫

山より出火) 

鎮火時間：2011 年 9 月 22 日 午後 11 時 35 分 

燃焼面積：幅 10m 奥行き 10m 高さ 8m 

燃焼量：約 800m3 

燃焼面積：約 100m2 

 

3. 測定装置および可燃性ガスの発生に関する危険性評価方法 

震災廃棄物からの発熱は非常に微少なため、高感度な熱量計でなければ検知することは難しい。

また、震災廃棄物から発生する可燃性ガスも火災危険性を評価する上で考慮する必要がある。こ

こでは震災廃棄物に関して自然発火の危険性評価に用いた熱量計および発生する可燃性ガスの評

価方法の概略について説明する。 

3.1 C80（双子型高感度熱量計） 

C80（双子型高感度熱量計）は震災廃棄物微少発熱に関して、発熱を開始する温度を測定する

ために使用した。双子型熱量計は基準容器および試料容器を持ち、周囲を昇温することにより試

料容器からの発熱を熱流束として検知する熱流束型熱量計である。基準容器および試料容器の周

囲温度を昇温して測定を実施する。密閉式の試料容器を用いるため水分の蒸発による影響を抑え

て測定できる。なお、C80 より高感度な MS80（双子型超高感度熱量計）も使用することができ

る。 

3.2 TAM（等温型高感度熱量計） 

TAM（等温型高感度熱量計）は廃棄物微少発熱に関して、発熱量を測定するために使用した。

C80 と同様に基準容器と試料容器を持つが、C80 と異なり、周囲温度が一定の条件で試料容器か

らの熱流束を検知する装置である。C80 よりも高感度な装置である。TAM は装置の熱安定性も

良く、微少発熱の危険性を調べるために有効な装置である。C80 と同様、密閉式の試料容器を用

いるため水分の影響も検討できる。 

3.3 可燃性ガスの発生に関する危険性評価方法 

 有機系廃棄物を含む震災廃棄物や再生資源燃料の貯蔵時の火災危険性を知る上で、発生した可

燃性ガス（水素、メタン、一酸化炭素）の分析は火災予防上重要であるため、可燃性ガスを測定

して危険性評価に用いた。また、水添加の有無で発生ガスの比較も行って危険性評価に適用した。

試料 50g を 1000ml ガラス瓶中に入れ 26℃±1℃の環境下で 10～11 日間密栓保持した。水を添加

する場合は水 12.5g（水分量：20%）を添加した。発生ガスを水上置換よってテドラーバッグに

採取した。次いでテドラーバッグにシリンジを接続し、試料ガスを均一に混合した後、全量をガ

スサンプラーに流し込み、ガスクロマトグラフによって一酸化炭素、二酸化炭素、水素、メタン

について調べた。 
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4. 木材チップの火災 

 一般に木材チップはリサイクルを目的に建築廃材等から大量に作られ、その処理が追いつかず、

野外に大量に放置されている例も見られる。木材チップは震災廃棄物にも含まれていて自然発火

のおそれがある。実際、野積された木材チップやコンテナ中のものが蓄熱によって、自然発火し

た例も報告されている。ここではコンテナ中の木材チップが蓄熱により自然発火し、火災となっ

た疑いのある事例について検討を行った。 

4.1 試料および測定条件 

4.1.1 試料 

 コンテナの火災現場から採取した湿った木材チップの小片を、次の二通りの状態で測定を行っ

た。 

[1]現場から採集したままの状態（湿った状態）。 

[2]室内（温度約 25℃、湿度約 60％）で約 4 日間自然乾燥したもの。 

4.1.2 C80 の測定条件 

 C80 による測定目的は、蓄熱火災の開始点となる室温付近からの発熱挙動（微生物の活動によ

ると考えられる発熱）と水分による影響を把握することである。試料量は 1.5g とした。昇温速

度は 0.1K/min に設定し、空気中で測定を行った。試料容器として高圧型密封容器を使用した。 

4.1.3 TAM の測定条件 

 TAM による測定目的は、温度を一定に保持し、このとき発生する微生物の発熱挙動の有無と

発熱量に加えて発熱挙動の水分による影響を調べることである。試料量は 1.0g とした。保持温

度は 50℃に設定して測定雰囲気は空気中とした。試料容器として 4ml の SUS 製密封容器を用い

た。 

4.2 測定結果 

 C80 および TAM による測定の前に、試料の熱的性質等を前もって知っておくために TG-DTA

で測定を行った。 

4.2.1 TG-DTA の測定結果 

現場から採集したままの状態の試料の TG-DTA の測定結果から、室温から 100℃付近までに主

に脱水と考えられる減量が 23.8％見られる。その後 170℃付近から 500℃付近まで数段階の分解

と燃焼による大きな発熱が観測された。100℃付近までに観測された水分量 23.8％は通常の木材

に比べかなり多く、微生物が活動するために必要な水分が充分あると考えられる。自然乾燥した

試料の測定結果も採集したままの状態の試料と同様な傾向であった。100℃付近までに主に脱水

と考えられる減量は 11.5％で、微生物が活動するために必要な水量がかなり少なくなった。 

4.2.2 C80 の測定結果 

現場から採集したままの状態の試料とそれを乾燥させた試料の測定結果を図 2 に示す。図 3 に

室温から 140℃を拡大記録したものを示す。現場から採集したままの状態の試料は室温付近から

58℃付近にかけて発熱ピークがあり、その後引き続き高温領域まで発熱ピークが続いた。一方、

自然乾燥した試料には室温付近から 58℃にかけて発熱ピークは見られなかった。室温付近から

の発熱ピークは微生物の活動（発酵、増殖など）によるものと考えられ、微生物の栄養となる植

物に水、空気、温度、菌などの条件がそろったときによく観測される現象である。この発熱が蓄

熱し、温度が上昇して、高温側の油脂分の酸化や、木材の分解による発熱に繋がり火災に至るも
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のと推定される。実際に火災の場合にも、廃棄物に適切な水分量が含まれた場合、この室温付近

からの発熱ピークが観測されている。 

4.2.3 TAM の測定結果 

現場から採集したままの状態

の試料および自然乾燥した試料

について TAM による測定結果

を図 4 に示す。TAM の測定は

C80 の測定結果から発熱反応が

活発に起こっている 50℃に温

度を保持して測定を行った。現

場から採集したままの状態の水

分を含んだ試料と乾燥させた試

料の測定結果を比較した。各試

料の測定開始から 24 時間まで

の発熱量と、24 時間から 72 時

間までの発熱量について検討し

た。水分を含んだ試料の場合、

測定開始から 12 時間の間に微

生物の活動と思われる大きな発

熱ピークが観測された。一方乾

燥した試料にはこの発熱ピーク

は観測されなかった。この傾向

は C80 の測定結果とよく一致

している。受領した水分を含ん

だ試料の、測定開始から 24 時

間までの発熱量は 14.1J/g で

あった。この値は過去に木材

チップの大量蓄積で火災になっ

た木材チップの試料の発熱量

（50℃保持で 14.9J/g）とほぼ同じで、この程度の発熱量があれば火災に至る可能性があること

を示している[1]。  

4.3 木材チップの測定結果のまとめ 

TG-DTA から得られた水分量（24％）、C80 や TAM から得られた室温から発生している発熱

ピークと温度範囲（室温から 58℃）、TAM から得られた発熱量（14.1J/g）,過去の木材チップ堆

積場の火災例の情報などを総合し判断すると、今回の火災現場から採取された試料は、自然発火

に至る可能性を充分に含んでいるものと考えられる。実際に、今回の火災現場から得られた古い

廃材のチップには、いろいろな菌が付着いることが考えられる。また、チップに破砕する過程で

発生する熱を下げるために行われていた散水作業により、微生物の活動に適した水分が含まれ、

場合によっては木材チップの温度も上がっていたことが予測される。さらに当日の最高気温は

図 3 C80 によるコンテナ火災の木材チップの測定

結果（拡大図） 
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図 2 C80 によるコンテナ火災の木材チップの測定結果
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32.9℃であり、コンテナに木材チッ

プを積載してから火災までの経過時

間（およそ 5-6 時間）を考慮すると

火災現場に置かれたコンテナ内の温

度は外気温より高くなっていたこと

が予想され、コンテナ内に空気も充

分にあった。これらのことは、微生

物が活動し発熱するための条件がそ

ろっていたと考えられる。 

 

5. 酸化発熱機構 

木材チップは発酵による発熱の後、

酸化発熱に移行し、くん燃や有炎燃

焼に至ると考えられる。酸化発熱の

機構として図 5 の様な反応機構が考えられている。植物油の成分は数種類の脂肪酸の混合物であ

る。脂肪酸の中には分子中に二重結合を持つものがある。以下、図 5 に示す①～④の反応につい

て解説する。R は炭化水素基を示す。①「熱および金属等の作用により二重結合の隣の水素が引

き抜かれてラジカル（遊離基）が発生する。」一般にラジカルは高い反応性を持つ。②「発生し

たラジカルが空気中の酸素と結合してパーオキサイドラジカルとなる。」この反応において酸化

熱が発生する。③「次にパーオキサイドラジカルが他の脂肪酸から水素を引き抜き、新たにラジ

カルを形成させるのと同時に自らはハイドロパーオキサイドとなる[2,3,4]。」②と③を繰り返す

ことにより連鎖的にハイドロパーオキサイドが生成することになる。「連鎖的に」とは、③で発

生したアルキルラジカル（R·）が酸素と反応した後、再びハイドロパーオキサイドとアルキルラ

ジカルを生成することをいう。ハイドロパーオキサイド基（－OOH）は、二重結合の隣の炭素

に形成される。④「ハイドロパーオキサイドは不安定なため、アルデヒド類やケトン類に分解し

て分解熱を発生させる。また、脂肪酸を酸化してエポキシ化合物を生成させ、酸化熱を発生させ

る。 

 

6. 震災廃棄物の火災 

宮城県名取市閖上と小塚原から採取し

た合計 6 種類の試料を用いた（表 1）。

小塚原の瓦礫火災に関しては、畳が集め

られた山から出火していることが報告さ

れている。また、発酵による影響を確か

めるため、エチレンオキサイドガス

(EOG)を用いて、滅菌装置内にて 17 時

間滅菌処理を施したものも用いた。C80

および TAM による結果を述べる。C80
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の測定条件に関して、試料量は 1.5

ｇとし、昇温速度は 0.1K/min に設

定した。C80 による発熱開始温度お

よび発熱量の結果を表 1 に示す。表

1 で木材チップは集められた木質の

瓦礫類をチップ状にしたものである。

閖上腐食畳は常温から発熱し、発熱

量も大きいことが分かる。また、

C80 の測定において小塚原畳に関し

ては、水分を添加した場合、添加し

ないものと比べて発熱量が 6 倍以上

になった。 

 TAM 測定に関して 1g の試料を密

閉型試料容器(4ml)に入れて、50℃

で 2 日間等温保持し、発熱量の測定

を行った。図 6 に TAM の代表的な

結果として小塚原腐食畳を試料とした測定結果を示す。含有水分の影響を検討するため試料量に

対して蒸留水 20%を添加したものについても測定を行った。TAM の保持温度について 50℃に設

定した理由は、50℃近辺で微生物による活動が活発におこりそれ以降の温度領域においては徐々

に微生物の活動が不活性となっていくからである。 

表 2 に TAM による発熱量(EOG 未処理)の結果をまとめた。TAM による水を添加しない場合

の測定結果を比較すると、発熱量は小塚原腐食畳が最も高い結果となった。小塚原腐食畳は TG-

DTA の測定によると 16.6%程度の水分を含むことが分かっている。TAM の測定結果において、

小塚原腐食畳は測定開始直後に発熱し数時間後に急激に熱流束が増加した。これは時間経過に

伴って、微生物の活動が活発となっていくためと考えられる。その後、酸素を消費したため熱流

束が低下した可能性が考えられる。顕著な熱流束のピークは好気性菌の発酵によるものである可

能性が高い。小塚原腐食畳に関して可燃性ガスの分析では水添加の有無にかかわらず嫌気性菌に

よって発生した水素およびメタンが確認された。水分を添加した TAM の測定結果から、閖上汚

泥を除いていずれの試料もそのまま測定を行った結果に比べて発熱量の増加が見られた（表 2）。

多くの試料は 50℃で急激に発熱し測定開始から約 10 時間程度で発熱が終息していく傾向がみら

れたが、小塚原畳に関しては、長時間発熱が持続する傾向がみられた。閖上汚泥に関して、急激

な発熱は見られなかったが、長時間発熱が持続した。 

 エチレンオキサイドガス（EOG）は、ほとんどの微生物を死滅させることができ、医療用器

具や精密機械を隅々まで滅菌するのに幅広く用いられている。代表的な測定例として EOG 処理

した小塚原腐食畳の TAM 測定結果を図 7 に示す。エチレンオキサイドガスで滅菌処理を行って

から測定を行った試料に関しては、測定開始 12 時間以内に現れていた発熱ピークの減少がみら

れた。 

 

 

表 1 C80による測定結果(測定開始直後から 80℃

まで) 

試料名 
発熱開始

温度 (℃)

発熱量(J/g) 

測定開始直後 

～80℃ 
閖上腐食畳 30.0 10.0 

閖上木材チップ 29.0 1.47 

閖上汚泥 - ≒0 

閖上魚網 - ≒0 

小塚原腐食畳 25.5 9.4 

小塚原畳 - ≒0 
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7. 自然発火危険性の相対的評価方法 

蓄熱による自然発火の危険性を有す

る再生資源燃料について、発熱開始温

度、発熱量およびガス発生量を指標と

して相対的な危険性評価が試みた。発

熱開始温度は「発熱反応の起こりやす

さ」を、発熱量は「発熱の強度」を表

すものと考えられる。各再生資源燃料

に水を添加した場合についても同様な

判定方法で危険性評価を行った[5]。

低い発熱開始温度のものほど危険性が

高いことから高い点を与えた。発熱量

について TAM による 64 時間または

74 時間の発熱量によって評価を行っ

た。64 時間の発熱量と 74 時間の発熱

量の間に大きな差は無い。発熱量が大

きいものほど危険性が高いことから高

い点を与えている。可燃性ガス発生量

について可燃性ガスの可燃限界を考慮

して危険性評価点を与えた。点数が高

いほど可燃性が大きく燃焼危険性が高

いことを示す。各試料において、次のような基準に基づいて点数を設定した。括弧内は評価点数

で、点数が高いものほど危険性が高い。 

 

C80 の結果を基に設定した発熱開始温度の点数。 

0℃ ≦ (5) ＜ 30℃ ≦ (4) ＜ 60℃ ≦ (3) ＜ 90℃ ≦ (2) ＜120℃ ≦ (1) ＜ 150℃ 

TAM の結果を基に設定した発熱量の点数。 

図 6 小塚原腐食畳の TAM 測定結果 図 7 EOG 処理した小塚原腐食畳の TAM

測定結果(50℃) 

 

表 2 TAM による発熱量(EOG 未処理) 

試料名 
発熱量(J/g) 

0～48 時間 

閖上腐食畳 12.9 

閖上腐食畳＋蒸留水 15.6 

閖上木材チップ 7.9 

閖上木材チップ＋蒸留水 13.3 

閖上汚泥 11.6 

閖上汚泥＋蒸留水 11.5 

閖上魚網 0.1 

閖上魚網+蒸留水 8.7 

小塚原腐食畳 15.3 

小塚原腐食畳＋蒸留水 20.0 

小塚原畳 3.2 

小塚原畳＋蒸留水 22.9 
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%0.5
][

%5.12
][

%0.4
][ 42 CHCOH ++

0J/g ≦ (1) ＜ 10J/g ≦ (2) ＜ 20J/g ≦ (3) ＜ 30J/g ≦ (4) ＜ 40J/g ≦ (5) ＜ 50J/g ≦ (6) ＜ 

60 J/g 

 

 可燃性ガスの発生量について、次式のように GC によって検出された可燃性ガスの発生量を、

それぞれの可燃下限界濃度で除した値を足し合わせてガス発生の危険性評価の指標とした。今回

の試算では、二酸化炭素の影響については除外して行った。 

 

可燃性ガスの危険性 = 

 

GC の結果を基に設定した可燃性ガスの危険性の点数 

0 ≦ (1) ＜ 0.001 ≦ (2) ＜ 0.01 ≦ (3 ) ＜ 0.1 ≦ (4) ＜1≦(5) ＜ 10 

 

発酵発熱には水分の有無が大きく影響するため、危険性評価において水分の影響について考慮

した。「水添加無し」および「水添加有り」の場合について、各試料の相対的な危険性を比較し

易くするために、危険性評価結果を図 8 にまとめた。横軸は発熱開始温度に関する危険性を表し、

縦軸は TAM の 50℃における発熱量の危険性評価点を示す。グラフの右上にある試料ほど、熱的

危険性がより高いことを示す。反対にグラフの左下にある試料が、熱的危険性がより低いことを

示す。円の面積は発生した可燃性ガスの種類および発生量による燃焼危険性を表している。水分

が添加されると熱的危険性および可燃性ガスの危険性も増加することを示している。例えば、生

ごみの固形化燃料である RDF では水を添加すると熱的危険性も増加し、水素の発生が検知され

た。プラスチック・紙類の固形化燃料である RPF は比較的、熱的危険性や可燃性ガス発生よる

燃焼の危険性が小さい。震災廃棄物である腐食畳は水分なしでも危険性が相対的に高く、水分添

図 8 再生資源燃料の火災に対する総合的危険性評価の例 

左図が水添加なし、右図が水添加あり。発熱開始温度、発熱量および可燃性ガス発生量で

もって総合的に評価する。グラフ右上に位置し、円の面積が大きい試料ほど火災危険性が

高い。 
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加によってさらに自然発火の危険性が増すことが分かる。この危険性評価手法はまだ研究段階で

あるため確定的なものではないが、新規の試料についても適用可能であることが期待される。 

 

8．おわりに 

本報告では震災廃棄物の蓄熱発火危険性とその危険性を評価するために高感度な熱分析装置を

用いた危険性評価手法について紹介した。有機系の震災廃棄物について常温からの発酵、植物油

の酸化に移行した後、くん焼を経て燃焼するプロセスについて説明した。また、現在研究中であ

る再生資源燃料を対象とした自然発火危険性の相対的評価手法について述べた。その危険性評価

手法を東日本大震災で発生した震災廃棄物に適応した。その結果、震災廃棄物の中で腐食畳の自

然発火危険性が高く、水分の添加によってその危険性が増すことを示した。さらに、その自然発

火の危険性が発酵に起因することも示した。 
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太陽光発電システムを設置した住宅の火災と消防活動の問題点 

 

消防研究センター 田村裕之、阿部伸之、松島早苗、 

 塚目孝裕、高梨健一、尾川義雄、河関大祐 

 

1. はじめに 

 東日本大震災における原子力発電所事故を契機に再生可能エネルギーが改めて注目されている。

特に太陽光発電システムは、従来の一般住宅用だけでなくメガソーラー発電所も建設され、その

需要は急速に高まっている。一方で、太陽光発電システムが火災に見舞われたことを想定した時、

その燃焼性状、消火方法、消防活動上の危険性について知見がなく、さらに消防隊員が消防活動

中に感電する事例があり、また、東日本大震災においては火災も生じており、太陽光発電システ

ムの社会への普及の速度に見合った対応がなされていないのが現状である。太陽光発電システム

の出火の可能性の調査、消防活動における感電等の危険性に関する調査を行い、それらに対する

対策を検討する必要がある。 

ここでは、太陽光発電システムの概要、火災および消防活動事例、火災実験などを紹介し、現

状での対策について報告する。 

 

2. 太陽光発電システムの概要 

 一般的な住宅用の太陽光発電システムについて紹介する。システム構成の概略図を図 1 に示す。

太陽電池、接続箱、パワーコンディショナ、漏電遮断器、売電積算電力計、買電積算電力計など

からなる 1）,2）。主な働きは次のとおり。 

 

（1） 太陽電池 太陽からの光エネルギーを電気エネルギーに変換する装置である。電池材料に

は、結晶シリコン、薄膜シリコン、化合物半導体などがある。結晶シリコン系の太陽電池モ

ジュールの断面構造を図 2 に示す。太陽光の当たる表面は強化ガラス、太陽電池セルを固定する 

図 1 太陽光発電システムの概要 

太陽電池アレイ

接続箱

パワー
コンディショナ

分電盤
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外部モニタ 電気製品など

売電用積算電力量計

買電用積算電力量計

商用電力網
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樹脂製の封止材、裏面保護用の耐候性のあるバックシートで構成されている。太陽電池を小さい

単位から表現すると、セル、クラスタ、モジュール、ストリング、アレイとなる（図 2 参照）。

モジュールが一般的なパネル 1 枚に相当し、モジュールをいくつかひとまとめにしたものをスト

リングと呼び、ストリングが数個集まってアレイを形成する。アレイが住宅一軒分の太陽電池全

体である。モジュールの中はいくつかのクラスタに分かれていて、不具合のあるセルの異常が大

きくならないようにするためのバイパスダイオードがクラスタ毎に組み込まれている。 

（2） 接続箱 並列に構成された複数のストリングの出力を合成しアレイの出力としてパワーコ

ンディショナへ送り出す、接続端子を持った箱である。電流の逆流を防止するブロッキングダ

イオード、電路を遮断する開閉器、雷対策としての避雷器が内蔵されている。 

（3） パワーコンディショナ 太陽電池からの直流電力を最大限に引き出せるように制御すると

ともに、接続箱より供給されてくる直流電力を交流電力に変換し、住宅内コンセントへの供給

や売電を行う。商用電力網に悪影響を及ぼさないような連係保護装置を内蔵している。 

（4） 分電盤 電力をコンセントなどの電気機器に分配する。太陽光発電システム専用のブレー

カを持つ。 

（5） 漏電遮断器 電力系統から漏電があった場合に電力を遮断する。 

（6） 売電積算電力量計 電力会社へ売った電力の積算を行う。 

（7） 買電積算電力量計 電力会社から購入した電力の積算を行う。逆電防止機能が付く。 

これらのほかに、外部モニタ、蓄電池、日射計などが付加される場合がある。 

  

3. 火災および感電のあった消防活動事例 

 東日本大震災で発生した火災の中で、太陽光発電システムに焼損被害のあったものは、3 件を

把握している。この 3 件は、津波の被害を受けた地区で発生している。また、震災とは関係ない

が、消火活動をしているときに消防隊員が感電した事案があった。 

3.1. 東日本大震災での火災事例 

（1）3 階建て住宅の 1 階車庫内に設置された太陽光発電システムのパワーコンディショナが津

波により浸水し、パワーコンディショナ内部の配線から出火した。津波被害を受けた翌日の午前

中に焼損を発見した。発見時は日射のある天気で、発電による電力で発火したものである。住民

図 2 結晶シリコン系太陽電池の断面構造(左図)と一般的な構成(右図) 

ガラス（強化ガラス）
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太陽光
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は避難所にいたため無人であった。発見時、パワーコンディショナ内はまだ湿っていた。駆け付

けた消防隊員が粉末消火器で消火した。被害はパワーコンディショナ内部だけである。 

（2）2 階建て住宅に設置された太陽光発電システムのパワーコンディショナが津波により浸水

し、配線に付着した塩分などの影響で絶縁が劣化し、微小電流が流れ続けることで発熱が起こり、

約 2 ヶ月後に出火したと思われる。住民は避難所にいて無人であった。火災を発見したのは近く

にいた作業員である。消火活動はなかった。被害は金属筺体でできたパワーコンディショナ内部

だけで、配線被覆部分が焼損した。 

（3）建物 1 階外壁に設置された太陽光発電システムのパワーコンディショナ（接続箱機能も内

蔵）と思われる機器が津波で浸水した。屋根上の太陽電池からの電力入力配線に力がかかり機器

筺体から配線が脱落したことにより短絡し、配線被覆が焼損したと考えられる。被害は筺体付近

の配線のみである。焼損が発見されたのは津波被害から約 2 週間後であった。 

 これらの火災はすべて津波の被害を受けた住宅において発生している。配線が脱落したものを

除き、海水の塩分等が端子部分に付着することで、端子の腐食、端子台等の絶縁劣化等が起こっ

たのではないかと思われる。内陸の火災には消防本部が把握した太陽光発電システムに関係した

火災はなかった。 

3.2. 感電のあった消火活動事案 

3.2.1. 断熱材で感電した事案 

 屋根一体型の太陽光発電システムを設置した 2 階建て住宅が火災となった。出火原因は太陽電

池モジュールの配線部分からと疑われる。消火により火災が収まり 2 階屋根裏の残火確認を行お

うとした際に隊員が感電した。住宅の壁や屋根には断熱材が使われており、火災の影響により、

断熱材がむき出しの状態となっていた。2 階の屋根裏を確認するため、吹き抜けの玄関に梯子を

かけ、隊員が 2 階上部に上った。この際、隊員は一般的な消火活動で身につける個人装備を着装

していた。梯子に乗った隊員が、片手を梯子に、もう一方の手で断熱材に触れた時、手に電撃を

感じた。幸い梯子から転落するなどの被害はなかった。 

3.2.2. 小屋裏での活動中に感電した事案 

屋根一体型の太陽光発電システムを設置した 2 階建て住宅が火災となった。出火原因は太陽光

発電システムとは無関係と思われる。発見時、太陽電池モジュールのある屋根の隙間から煙が

登っていることが確認できモジュールに焼けはなかった。消火活動を行った後、消防隊員は、屋

根上でのモジュールの引きはがし作業や 2 階小屋裏内でモジュールを外に押してはがす作業をし

ていた。隊員は一般的な消火活動で身につける個人装備を着装していた。屋根上での引きはがし

作業中、とび口等の破壊器具をモジュールの間に差し込み、てこの原理でモジュールを浮かし、

手で引きはがそうとしたときにびりびりと手に感じた。また、小屋裏での押しはがし作業中、片

手を建物の金属柱に置き、もう一方の手でモジュールの裏面を押したときに、バーンという電撃

を感じた。幸い屋根から転落するなどの被害はなかった。 

3.2.3. 隊員装備品の抵抗測定 

どちらの事案も隊員はヘルメット、手袋、防火衣、長靴などの個人装備を着装していた。感電

している状況としては、消火活動後の濡れた現場で、濡れた手袋（ケブラー製）を着け残火の確

認をしているときである。濡れた現場では、断熱材や壁なども導電性が高くなるため、どこかで

太陽光発電システムの配線が脱落などで建物部材に触れていると、建物部材を通して電流が流れ
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てくる可能性が高まる。その部分に濡れた手袋で触れたため感電したと思われる。 

消防隊員が使用していた手袋（ケブラー製）を水道水で濡らして、手袋の内側から外側への抵

抗を絶縁抵抗計（250 V）で測定すると 1 kΩ以下であった（図 3 参照）。太陽光発電システムが

100 V を発電していたとすると 1 kΩの抵抗を流れる電流は 0.1 A となり、人体にとっては痙攣が

起こる電流値となり、屋根や梯子からの落下につながる危険がある。 

4. 消防研究センターにおける火災実験 

 太陽光発電システムが設置された住宅が火災になった際、システムがどのように振る舞うかを

把握するために、次のような実験を行った。 

4.1. 火炎からの放射による発電 

 火災時に生じる火炎から放出する光を受けたモジュールが、太陽光を模擬した照明灯の有無に

よって、どのような発電特性を示すかを実験室レベルで確認する。 

 地面に対して長手方向を垂直に立てたモジュール（図 4 参照）に正対した鉄製の円形火皿（内

法として直径 454 mm、高さ 100 mm、厚さ 3 mm）に n-ヘプタン 1ℓ 及び水 5 ℓ を入れ着火した。

モジュールと火皿の中心との離隔距離は 1 m である（図 5 参照）。用意した火皿の大きさ及び燃

料の量については、実火災を想定した想定火源を考える必要があるが、本研究では試験室におい

て周囲環境を熱により損傷させないという制限を考慮の上選択した。太陽光と同じスペクトル分

布を持つ人工太陽照明灯（ランプ容量 500 W、セリック株式会社、SOLAX XC-500E）を 6 台用

い、それぞれの光軸がモジュール中央に向くように目視により調整した。 

 図 4 に示した丸囲みの数字はモジュールの表面温度の経時変化を、丸囲みの英字はアルミニウ

ム製枠の表面温度の経時変化を計測するための K 型熱電対（直径 0.32 mm）の設置位置である。

サンプリング時間 1 秒である。熱電対を設置したことによるモジュールの出力電圧の低下は 1～

2％である。 

図 3 濡れたケブラー製手袋の抵抗値測定（絶縁抵抗計 500 V） 
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 モジュールの脇に、放射計（株式会社チノー、RE-III 型）と照度計（コニカミノルタセンシン

グ株式会社、T-10）を設置した。放射計はモジュールへの放射受熱量の経時変化を、照度計は人

間が感覚的に感じる光の明るさの目安として照度の経時変化を、それぞれサンプリング時間 1 秒

で取得した（図 5 参照）。モジュールの出力端子には負荷抵抗として 5 Ωの抵抗器を接続し、通

常の使用状態に近づけた。 

 照明灯の光の有無及びヘプタン火炎の光の有無の組み合わせとして、実験条件は 4 通りである。

照明灯の光のみの場合のモジュール中央における平均照度（5 回計測した平均）は、19300 lx で

あった。 

 実験中のモジュール表面の最高温度は、91 ℃であった。外観上、特に損傷はなかった。また、

アルミニウム製のモジュール枠の最高温度は 53 ℃であった。モジュール表面温度よりもモ

ジュール枠温度の方が約 40 ℃低く、モジュールを加熱した時にモジュール枠が放熱に寄与する

と考える。 

 図 6 にモジュールの出力電圧とその時の照度の関係を示す。ここで、出力電圧と照度の瞬時値

は同期が取れていないため、それぞれのデータに 10 秒の移動平均を施してある。 

 照明灯をつけない場合は、電圧の出力はない。 

 ヘプタン火炎があるとその照度に従って、図 6 の 2000 lx 以下の測定点群のように、線形的に

図 5 モジュール及び機器類の設置状況 
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図 4 実験で使用した太陽電池モジュール 
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出力電圧が増加する。約 2.6 V の出力には約 670 lx のヘプタン火炎の照度が必要である。 

 一方、ヘプタン火炎がなく照明灯を点灯した場合には、照度約 13700 lx で約 2.6 V の出力電圧

がある。つまり、ヘプタン火炎の照度が照明灯の 5％程度で同じ出力電圧を生じることになる。 

 照明灯を点灯した状況でヘプタン火炎が存在する場合、照度が下がると出力電圧が上昇する

（照度が上がっているにもかかわらず出力電圧が低下する）傾向が見られた。ヘプタン火炎の発

熱速度が増加するとモジュール出力電圧は増加するものの照度が低下する傾向もある（図 7）。

図 5 に示す位置関係として、照明灯とモジュールの間にあるヘプタン火炎の発熱速度が大きい時

に大きい火炎となりモジュールに影を作ることから、照度が低下すると考える。 

 消防活動中では消防隊員が感覚的に感じる光の明るさが、太陽光発電システムの発電量に直接

関連付けられれば単純であったが、太陽光とは異なる火炎からの光のスペクトルや各波長の保有

エネルギーにより結果としては複雑な発電特性であった。 

 本実験では、ヘプタン火炎から放出する光によるモジュールの発電性状を調べた。その結果、

同じ照度での照明灯とヘプタン火炎では、ヘプタン火炎の方が高いモジュール出力電圧であり、

太陽光発電システムが設置された建物が火災に見舞われた際、夜間の消防活動であっても火炎の

光により発電している恐れがあるという知見を得た。 

4.2. 太陽電池モジュールの火炎曝露による挙動 

 モジュールからの出火や、出火建物に設置したモジュールが火炎に曝露された場合にどの程度

の損傷をモジュールが受けるのか、また、その時の発電特性を調べようとするものである。 

 モジュール長手方向の一辺を軸に地面に対して約 23°傾けた状態で設置した。この設置角度

は、「太陽電池モジュールの安全適格性確認－第 2 部：試験に関する要求事項 JIS C 8992-2

（IEC 61730-2）」で設定するモジュール傾斜角度と同じである。助燃剤を入れる容器として、鉄

製の角形火皿 1（内法として一辺 355 mm、高さ 68 mm）を用意した。角形火皿には n-ヘプタン

3 ℓ、水 1 ℓ を入れた。先の人工太陽照明灯を 6 台用い、それぞれの光軸がモジュール中央に向く

ように目視により調整した。この時のモジュール中央における平均照度（照度計（コニカミノル

タセンシング株式会社、T-10）により 5 回計測した平均）は 29300 lx である。これら機器類の設

置状況を図 8 に示す。 

 4.1 の実験同様、モジュールの表面温度及びアルミニウム製枠の表面温度の経時変化を計測す

るための K 型熱電対（直径 0.32 mm）を設置した。サンプリング時間 1 秒である。 

モジュールの出力端子には、先の実験と同様に負荷抵抗として 5Ωの抵抗器を接続した。 

図 8 モジュール及び機器類の設置状況 
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モジュールの燃焼性状を見るため、照明灯をつけた状態で角形火皿を用いて n-ヘプタン 1ℓ を 

燃焼させ、モジュールの出力電圧及び損傷状況を観察した。 

 モジュールは、樹脂（封止材）に包埋された多結晶シリコンを強化ガラスとバックシートで挟

んだ構造であった。燃焼後の状況から、バックシートはアルミニウムシートを含む多層構造で

あった。実験に供したモジュールは 10 年以上前の製品であったためアルミニウムシートが使わ

れていたが、現在の製品ではほとんど使われていない。アルミニウムシートは火皿の火炎を曝露

しただけでは貫通（溶融）しなかった。そのため、封止材の燃焼までは観察されなかったため、

本実験では途中、火炎により貫通しなかったアルミニウムシートを除去して、実験を継続した。 

 モジュールがヘプタン火炎により加熱されている様子を図 9 に示す。実験中のモジュール表面

の最高温度は、熱電対で 367 ℃、サーモグラフィ装置で表面の最高温度を調べると 383 ℃で

あった。損傷の激しい部分については、概ねこのような温度であったと考えられる。 

 モジュール出力電圧は図 10 にように、最高温度に到達した付近で急激に降下した。助燃剤で

ある n-ヘプタンの燃焼が終わったのが 16 分 18 秒（978 秒）であるが（モジュール自体が自発的

に燃焼することはなかった）、それ以降も徐々に電圧は降下し実験後に 0.003～0.004 V で一定と

なった。このときのモジュールの破壊状況を図 11 に示す。この状態で照明灯を消灯したところ

出力電圧は 0V になったので、わずかながら電圧が出力していたことになる。実験後、モジュー

ルの損傷状況を調べている際に電圧が回復していることに気付き、その時に 1 分間データを取得

した時間平均出力電圧は 3.2 V であった。実験前の電圧が 3.8 V であったので出力電圧がほぼな

図 12 モジュール裏面の自己燃焼

（円内の白色が炎） 

図 13 モジュールの部分脱落の状況 

図 11 燃焼後のモジュールの損傷の様子 
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かった状態から 84 ％まで電圧が回復した。電圧が急激に低下したことと回復したことの明確な

理由は不明であるが、一部のセルの異常によりバイパスダイオードが働いたことやモジュール内

で溶けた配線が冷えて再び接続する現象などが考えられる。 

 また、バックシートにアルミニウムシートが使われていない別の新しいモジュールでの火炎曝

露による燃焼実験を行った。燃焼用の火皿は同じ角型火皿を用いた。その時のモジュールの状態

を図 12 と図 13 に示す。図 12 中央の明るい部分が炎であるが、n-ヘプタンが燃え尽きていても、

バックシート素材または封止材の樹脂が数分間継続燃焼した。バックシートの一部にアルミニウ

ムシートが使われたモジュールでは見られなかった現象である。また、図 13 のように、火勢が

なくなった後に、表面のガラスが割れ、部分的に脱落する状況が見られた。その時のガラス破片

は図 14 のように 15～20 cm の大きさの破片となっていた。これが屋根から落下した場合には、

消防隊員の受傷の可能性があるため、注意が必要である。また、この状態のモジュールでも電圧

出力を継続していた。 

 本実験では、ヘプタン火炎に曝露したモジュールの損傷及び加熱中の発電特性を調べた。その

結果、モジュールは損傷を受けて出力電圧が低下もしくは出なくなっても、時間の経過を追って

電圧が回復することがあることに注意を要すると言う知見を得た。 

4.3. 光遮蔽実験 

 消火活動で行う残火確認の際、日射がある場合、太陽電池モジュールは発電を継続している。

火災と消火活動の影響により、配線被覆の溶融、配線の切断や脱落、建物の断熱材や木材への水

の浸み込みなどにより、通常では太陽電池モジュールからの電流が流れ込まないような部分に流

れ込む場合が想定できる。先の消火活動事例なども、残火確認の際の事例である。太陽電池モ

ジュールは見た目の破壊が進んでも、出力を継続する回路構造になっているため、感電の危険が

なくならない。そこで、簡単な実験ではあるが、モジュール表面を覆い遮光することで出力をど

のくらい抑えられるかを試した。 

 実験方法は、消防研究センター本館屋上に南向きに約 23°モジュールを起こして日射を当て

た。普通の状態のモジュール、市販のブルーシート１枚でモジュール表面を覆ったものと 2 枚重

ねで覆ったものを用いた（図 15 参照）。使用したブルーシートはポリエチレン製で大きさが 1.8

図 14 モジュールから脱落したガラス片 
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×2.7 m、♯3000（厚さ不明）という標記のあるものである。モジュールの出力端子に負荷抵抗

として 2 Ωの抵抗をつなぎ、その両端の電圧を計測した。実験日は 2012 年 11 月 8 日の午前中

で、天気は晴れのときのデータである。 

 図 16 に各モジュールの出力電圧の変化を示す。7 時前から日射を受け始めている。このモ

ジュールの最大出力動作電圧は 15.16 V で、図 16 の普通モジュールのグラフのように、日射を

受けても最大電圧までは上がっていない。今回の計測範囲でブルーシートの影響を見ると、普通

のモジュール出力電圧に対して、ブルーシート 1 枚では 12～16％に、ブルーシート 2 枚では 5～

7％になった。ブルーシート 1 枚でも 6 分の 1 程度の電圧に抑えることができる。シートの色や

厚さ、材質により大きく遮光性能は変化すると思われるので、性能を正確に把握するには個別の

計測が必要である。 

今回の実験では太陽高度が低いため日射が弱く、モジュールの最大出力動作電圧を超えること

はなかった。最大出力を超える日射があった場合には、普通モジュールでは出力電圧が頭打ちに

なるが、ブルーシートで遮光したモジュールの出力電圧は最大電圧までの範囲で上昇することが

予想される。太陽高度が高く日射が強い場合には、ここでの遮光効果よりも低い効果しか得られ

ないので、注意が必要である。 

 

5. 対策 

火災事例や消防活動事例、燃焼実験などから、太陽光発電システムが設置された建物火災に対

する注意点をここではまとめてみたい。 

5.1. 装置自体の危険性 

（1）出火の危険性 

一般的な電気製品と同様に、配線部分、接続端子部分、回路基板部分などから出火する危険

性がある。決してメンテナンスフリーの安全な装置ではない。また、消火活動に伴うモジュー

ルの破壊によって破壊時に短絡回路を形成するとアーク放電が起こる可能性がある。 

モジュールを屋根から外し、火災現場等で屋外に置いておく際、日射があればモジュールは

発電し出火の原因となるため、裏返しに置くか光を通さない物で覆う必要がある。 

図 15 遮光効果の観測 

（右から、ブルーシート 2 枚、ブルーシー

ト 1 枚、普通モジュール） 
図 16 遮光による出力電圧の変化 
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（2）落下の危険性 

梁や柱、屋根等が火災の影響で炭化してもろくなっていると、太陽電池モジュールの自重

で落下する危険性がある。 

高い熱を受けた太陽電池モジュールのガラスは、強化ガラスからフロートガラス（板硝子）

に変化している場合がある。そのため、割れた時の破片が細かくならず 20 cm 前後の大きな

破片となる。残火確認、原因調査などの作業中に大きなガラスの破片が落下することがある

ので注意する。できるだけ屋根上からモジュールを除去しておくことが安全である。 

5.2. 消防活動中の危険性 

（1）感電の危険性 

残火確認等でモジュールを屋根からはずす作業の際に、モジュールに触れた破壊器具やモ

ジュールを握った手から感電する場合がある。太陽光発電システムの配線が切断されて建物に

触れている場合、建物の断熱材や金属の柱や梁を伝い感電する場合がある。消火活動により水

が内部にまで浸み込んでいる手袋では感電の危険性が高まる。建物に近づき活動する時は、絶

縁性の高い手袋（高電圧用ゴム手袋など）を活用するほうが安全である。 

棒状注水で水が粒にならずに建物に掛かる場合は、水を伝わっての感電の可能性もあるため、

粒状で建物に水がかかるように距離や筒先の調節を行う。 

感電により心臓の停止などの致命的な症状を被らなくとも、感電のショックで屋根から落下

するなどの二次的な危険性がある。高所での作業では、落下防止の措置をとる。 

夜間であっても炎の光を受けて発電するので、感電の危険はなくならない。 

モジュールの燃焼実験で分かったように、見た目の破壊が進んでいる太陽電池モジュールで

あっても、日射があれば発電をすることもあるので、感電の危険性はなくならない。 

（2）消火の困難性 

屋根上でモジュールが燃えている場合、主な可燃物はモジュール裏面の樹脂製のバックシー

トや封止材である。燃焼しているこれらを消火するとき、モジュール表面のガラスが水を遮る

ことや裏面に直接水をかけづらい構造であることから、消火に時間がかかる。 

（3）活動での注意点 

太陽光発電システムが設置されている建物であるかを活動開始までに把握する。また、可能

であれば、接続箱やパワーコンディショナ部分の開閉器を切る。 

 

6. まとめ 

津波の浸水により発火した事例もある太陽光発電システムが設置されている建物での火災危険

性、消防活動危険性等について、事例や実験を元にまとめた。太陽光発電システムの設置が拡大

しているが、火災に関しての対策・対応はまだ不十分である。今後、調べるべき点は多いが、こ

の報告が消防活動を行う上で少しでも参考なれば幸いである。 
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